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Fig.2：ソーシャルワーカーが介入した症

例 

 

本解析から、まずリーフレットの配布後は

症例の微増につながるのみであった。この

原因はCOVID19による新患患者の減少など

の関与が考えられる。疾患は2020年度のが

ん患者が41％であったが、2021年度は67％

と増加している。就労状況では昨年度と同

様に、相談に訪れている段階で休職してい

るケースが半数以上であった。雇用形態で

は正社員が半数以上であるが、パートなど

でも相談に訪れていることには変化がな

かった。ソーシャルワーカーのもとを訪れ

た方は、自主的に患者本人が訪れたケース

が2020年度と同様に2021年度も約半数で

あった。興味深いことに紹介元は2020年度

に比較して2021年度は医師からが増加傾

向にあった。 

 2021年度の相談者で診断書の作成まで

至ったのは3症例のみであった。その理由

は相談室に来た段階で問題解決の糸口が

見つかり、すぐに診断書が必要ではなくな

ったことが理由であった。また相談に訪れ

たのは大半が治療開始後で治療前に相談

に訪れたのは20％であった。 

 

３）消化器疾患の患者における両立支援の

事例を示す。 

ケース： 

①以前より肝障害を指摘されており近医

に受診していたが健康診断で肝酵素上昇

と黄疸の悪化を認め紹介受診され緊急入

院となった症例。退院後に自宅療養後、就

労開始を希望された。 

②患者本人が勤務情報提供書に労働状況

などを記載し提出。。 

③職場復帰可能であること、残業は不可と

し、軽作業が望ましいとした労働内容を記

載した主治医意見書を作成。このプランの

期間を3カ月としその後の見直しが必要と

した。 

→両立支援としての形態は成立したが、最

終的に産業医からは、その後のプランなど

については報告かった。 

   

D. 考察 
患者が仕事と治療の両立支援を目的に

ソーシャルワーカーに相談に来た場合、そ

の多くは退職、または休職をしてきている。

その理由としては、①会社に迷惑をかけた

くない、②先が見えずに治療の副作用が心

配である、③通院の時間が気になる、など

が挙げられる。これは2020年度、2021年度

ともに共通していた。また相談にソーシャ

ルワーカーを訪れるのは治療開始後が大

半であった。今年度も多くの患者は仕事を

辞めており、患者が仕事を辞めない意思決

定を行い早い時期にソーシャルワーカー

に相談することが最も必要である。これは

2020年度と同様に、疾患の告知をする医師

が最初の段階で仕事と治療の両立が可能

であることについて触れる必要があると

思われる。また両立支援の情報提供は治療

前から行えば離職するチャンスは低下す

ると思われる。 

今回行ったリーフレット配布によりみ

られた変化に、医師からの紹介で相談を勧

められた患者数が増えたこと、がん患者か

らの相談が増えたことなどが挙げられる。

その理由の一つとしてリーフレットの配

布場所に化学療法室があることが考えら

れた。リーフレットを置くことで患者、医
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師ともに両立支援を認知するチャンスが

増えた可能性がある。本研究班の中の聖マ

リアンナ医科大学のグループは神経内科

の先生方が中心となって両立支援の周知

を行っており、多くの神経内科の患者相談

につながっている。このことから当院でも

リーフレットの配置を神経内科、循環器内

科、内分泌糖尿病内科などのブースに置く

ことで患者のみならず医師への両立支援

の周知を行うことが相談症例の増加につ

ながると考えている。 

今回、当院での消化器疾患の好事例では

患者の勤務情報提供書をもとにプランを

立て、その後見直しすべき期間を明記した。

しかしながら産業医からその後のプラン

びついて連絡が返ってくることはなかっ

た。今後は産業医への治療と仕事の両立支

援のシステムについて更なる啓発が必要

であると思われる。 

 

E. 結論 
今回の結果から仕事と治療の両立支援

を希望されるケースは昨年度に比較して

がん患者からの相談が多く認められた。

この理由はリーフレットの配置にも関与

していると予測している。またいまだに患

者はソーシャルワーカーに相談している

のは離職していることが多かった。患者と

接する医療者は治療しながら就労を継続

することが予測される場合は、早い時期よ

り仕事と治療の両立支援についての情報

を伝え、患者が仕事を辞める前に両立支援

のシステムにつなげる必要がある。今後は

患者のみならず、治療を行う医療者や企業

側の窓口となる産業医にもこのシステム

の啓発が必要である。 

 

F. 研究発表(本研究に関わるもの) 

なし 

 

G. 知的財産権の出願・登録状況 

1. 特許取得  

なし 

2. 実用新案登録  

なし 

3. その他  
なし                               
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事業場において治療と仕事の両立を支援するための配慮とその決定プロセスに関する研究

（200201-01）研究代表者：江口尚 
分担研究報告書 

 

肝疾患に関する専門的助言と大学病院との連携 －肝疾患コーディネーターに

おける両立支援の取り組みと大学病院における取組－ 
 

研究分担者 古屋 博行 東海大学医学部基盤診療学系 衛生学公衆衛生学・教授 
 
研究要旨  
 肝炎医療コーディネーターの養成に関する通知（平成 29年）以降、全国の肝疾患連携拠

点病院で、コーディネーター研修が実施されている。神奈川県でも地域、職域における医

療関係職を対象に実施され、その中で肝炎を中心に治療と仕事の両立支援への取組も進め

て来た。調剤薬局薬剤師は、肝炎の他、がん、糖尿病の患者から相談も受けており、薬局

薬剤師から両立支援窓口にどのようにつなげるかが課題と考えられた。一方、薬剤師にお

ける「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドラインマニュアル」の認識は

昨年度と変わらず、周知に工夫が必要と考えられた。肝炎の両立支援には偏見差別への相

談対応が課題として続いていることが認識された。 

 
Ａ．研究目的 
 肝疾患コーディネーターは身近な地域や

職域あるいは病院等、それぞれの所属領域

に応じ、肝炎に関する基礎的な知識や情報

の提供、肝炎への理解の浸透、相談に対す

る助言や相談窓口の案内により、肝炎の「予

防」、「受検」、「受診」、「受療」が促進され

ることが期待される。役割の一つに治療と

仕事の両立支援が含まれ、神奈川県でも平

成 30 年から県認定のコーディネーターの

養成が開始され、所属機関が県ホームペー

ジに公開されている。県のコーディネータ

ーの認定には、研修会の受講と認定試験に

合格する必要があり、調剤薬局薬剤師も多

く登録されている。認定期間は３年となっ

ている。2021 年度の薬剤師・医療職向けに

肝疾患コーディネーター研修会参加者を対

象に、これまでの相談状況を調査した。ま

た、東海大学医学部付属病院総合相談室の

相談員から肝炎患者の両立支援に関する相

談事例の聞き取り調査を行った。 
 
Ｂ．研究方法 
（１）東海大学医学部付属病院肝疾患医療

センター主催で肝疾患コーディネーター研

修会（神奈川県認定）が Web セミナー形式

で実施された（図１）。研修会参加者に対し

て両立支援に関する相談状況について調査

を行った。今年度 59 名の参加者があった。

また、調査票に加え厚労省の最新の両立支

援周知リーフレットも同封し、調査と合わ

せて啓発を行った。 

  
図１. 肝疾患コーディネーター研修会 

 
（２）東海大学医学部付属病院における治

療と仕事、就労に関する相談事例に関する

聞き取り調査 
（３）東海大学付属病院 AYA 世代がん診療

支援チームに対する就労、両立支援の啓発 
 
（倫理面への配慮） 
 当院での臨床研究審査は取得済み（東海

大学 20Ｒ296）（2021 年 1 月 13 日）で両立
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支援、就労支援に関する相談件数に関して

調査を行い、その結果を受けて令和 3 年度

聞き取り調査を実施した。 
 
Ｃ．研究結果 
（１）肝疾患コーディネーター研修会（神

奈川県認定）での両立支援に関するアンケ

ート調査 
今回の肝炎医療コーディネーター研修会

参加者 59 名の勤務先は、薬局が 32 人

（54.2％）、病院が 14 人（23.7％）で、そ

の他の中で、製薬関連が 5 名、職域、社会

労務士等が 8 名であった。これまでウイル

ス性肝炎患者さんからの相談受付があった

と答えた人は、17 人（28.8％）、昨年度ま

での結果である 32.5％より低かった。薬局

薬剤師 32 人中で相談受付のあった人は 11
名（35％）、病院薬剤師 14人中で 3名（21％）

であった。 
これら 17 人について、相談に役立った知

識として、複数回答で、①病気についての

知識、次いで、②公費助成に関する知識、

③治療機関に関する知識の順であった。具

体的に相談を受けた場面として、複数回答

可で、①患者等から直接相談を受けた時、

②薬剤指導時あるいは検査時の順であった。

昨年度までの結果と同様に、患者等から直

接相談を受ける機会が多いことがわかった。 
 相談内容としては、①治療内容・方法が

最も多く、次いで、②経済的問題であり、

③就労問題が 4 人であった。 
肝炎に限らず「仕事と治療の両立」につ

いて相談の有無は、実際に相談受付のあっ

た人が 13 人（22.2％）であった。相談のあ

った 13 人について、複数回答でどのような

疾患があったか聞いたところ、①がんが最

も多く、次いで、②糖尿病、③難病、肝炎

が同数であった。薬局薬剤師 32 人中で「仕

事と治療の両立」について相談有は 9 人

（28％）、病院薬剤師 14 人中 1 名にとどま

っていた。 
「事業場における治療と仕事の両立支援

のためのガイドラインマニュアル」(厚労省

HP)で、肝炎患者さんへの治療と仕事の両

立支援に役立つ事例があることについて知

っている人が 21 人（35.6％）であり、昨年

度までと同様の結果であった。 
「事業場における治療と仕事の両立支援

のためのガイドラインマニュアル」(厚労省

HP)）について知っている人は薬局薬剤師

32 人中で 8 人（25％）、病院薬剤師 14 人中

４人（29％）であり同程度であった。 
厚生労働省による両立支援の取り組みに

ついて医療関係職への周知が進んでいない

可能性が示唆された。今後、肝疾患を含む

患者さんへ治療と仕事の両立支援を行うた

めに必要な知識、課題については、「事業場

における治療と仕事の両立支援のためのガ

イドラインマニュアル」(厚労省 HP)で、肝

炎患者さんへの治療と仕事と両立支援に役

立つ事例があることについて知っていると

回答した中の意見では、主治医との連携、

労働者への配慮方法を課題と考える人が多

かった 
 

（２）東海大学医学部付属病院における肝

炎患者からの治療と仕事、就労に関する相

談状況に関する聞き取り調査 
 今年度はコロナ禍のため、相談件数自体

伸び悩み、ハローワーク職員による就労相

談も中断せざる得ない状況であった。今年

度、相談員からの聞き取り調査で肝炎患者

さんから仕事との両立に関連した事例が 2
事例あった。 
① 肝炎治療のため一カ月程度の療養希望

の職場に申し出たところ、職場から雇用

継続困難を言われた事例 
対応：病気理由が解雇理由にならないこと

や、復職に当たり就業規則がありその確認

が必要であること。労働相談や専門機関の

窓口への紹介が可能であることを伝えた。 
② 肝炎治療により職場に疾病があること

が心配なため治療に踏み切れない事例 
対応：保険者から疾病情報が職場に行くこ

とはないとの助言で、治療を完遂すること

が出来た。 
 
（３）東海大学付属病院 AYA 世代がん診療

支援チームでの就労、両立支援の啓発 
 当院の支援チームは、治療医、精神科医、

リハビリテーション科医、緩和ケア科医、

看護師、薬剤師、栄養士、診療情報支援担

当員、がん相談支援員、ソーシャルワーカ

ーの多職種に渡っており、支援内容として

就学支援、妊孕性温存支援、就労支援があ

る。これまで看護師等を中心に神奈川県下
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での大学病院での両立支援の取組事例を紹

介しているが、コロナ禍のため具体的な活

動は出来てなく、動機付けの段階でとどま

っている。 
また、治療医として７診療科があり、両

立支援に協力的な診療科を探すという課題

もある。 
 
Ｄ．考察 
 病院薬剤師は、入退院時に患者さんと関

わるのに対し、調剤薬局薬剤師は慢性疾患

治療中の患者さんに長く関わることが多い

ため、治療と仕事の両立支援のきっかけに

遭遇する機会が、病院薬剤師に比べ多いと

考えられる。病院薬剤師は、医療機関の相

談支援センターや主治医と連絡がとり易い

と考えられるが、調剤薬局薬剤師が医療機

関の相談支援窓口にどのように繋げていく

かが課題と考えられる。 
 肝炎における両立支援では、職場での偏

見差別の問題があり、治療を躊躇する事例

が認められた。C 型肝炎ウイルスに対する

DAA（直接作用型抗ウイルス剤）製剤によ

る経口治療はウイルスを体内から排除

（SVR）することが可能で、治療後の復職

は可能である。B 型肝炎ウイルスに対して

は副作用の少ない新しい治療薬が承認され

ており、より治療し易い状況となっている。

このような情報を提供することも患者さん

が治療を受けるのに重要と考えられる。偏

見差別の解消については、教育啓発 1-３）も

重要だが、研究班（研究代表者 八橋 弘）

では、偏見差別を防止するための事例集・

解説集を HP１）で公開予定であり、相談対応

に役立つことが期待される。 
 
Ｅ．結論 
 肝疾患コーディネーター研修会参加者へ

の調査から、薬剤師が肝炎の他、がん、糖

尿病患者から両立支援に関連した相談を受

けていた。「事業場における治療と仕事の両

立支援のためのガイドラインマニュアル」

(厚労省 HP)で、肝炎患者さんへの治療と仕

事と両立支援に役立つ事例があることにつ

いて知っている人は 25-29％で昨年度まで

と同様の結果であり、周知の工夫が必要で

ある。 
薬剤師が慢性疾患患者に継続的に関われ

ることから両立支援のきっかけとなる可能

性があるものの、両立支援の相談窓口にど

のようにつなげるか、主治医との連携が課

題として残った。肝炎については職域での

偏見差別の解消の取組や相談対応もまだま

だ重要と考えられる。 
 AYA 世代における取組について、多職種

によるチームが出来ているが、まだ活動が

始まった段階であり、「悩みごとチェックシ

ート」により就労支援に関する事例が拾い

あげられているか、引き続き聞き取りを行

う予定である。 
 
Ｆ．健康危険情報 
 該当せず。 
 
Ｇ．研究発表 
１．論文発表 
 なし 
 
２．学会発表 
 なし 
 
Ｈ．知的財産権の出願・登録状況（予定を

含む。） 

 該当せず。 

 

Ｉ．文献 

1）八橋 弘 厚生労働行政推進調査事業費

補助金（肝炎等克服政策研究事業） 
総括研究報告書「ソーシャルメディア等を

活用した肝炎ウイルス感染者の偏見差別の

解消を目指した研究」

https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/fil
es/report_pdf/202021005A-sokatsu.pdf 
2）B 型肝炎の教育資材 国立国際医療セン

ター肝炎情報センターHP 
https://www.kanen.ncgm.go.jp/cont/160/b
kanen_kyouzai.html 
3) 肝 Co と仲間たち HP  

https://kan-co.net/index.html 
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令和３年度労災疾病臨床研究事業 

「事業場において治療と仕事の両立を支援するための配慮とその決定プロセス 

に関する研究」 

分担研究報告書 

労働者個々の症状をベースにした両立支援に関する労使間の合意形成に関する標準的

なプロセスの検討と運用ツールの開発 
分担研究者 梶木繁之  

株式会社産業保健コンサルティングアルク 代表取締役 

センクサス産業医事務所 パートナー医師 

広島大学大学院医系科学研究科公衆衛生学 客員准教授 

産業医科大学産業生態科学研究所産業保健経営学 非常勤講師 

 

研究要旨 

 本研究は、中小零細企業でも利用可能な治療と仕事の両立支援のための運用ツール（ウェ

ブシステム）の開発を目的としている。前年度は、別のジャンルで先行して利用されている

類似ツールについて情報収集を行い、ウェブシステムの完成形を検討しつつ、このシステム

に必要となる基礎情報（入力情報）と出力情報との関連を患者本人（労働者）の「自覚症状」

と「職場の業務特性」から「就業上の配慮事項」につなぐアルゴリズムとして整理した。 

また両立支援のプロセスの途中で行き交う情報の流れと関与する登場人物（労働者：患者本

人、上司、人事担当者、主治医）との関係を理解するため、５つの疾病に基づくシナリオを

作成し、両立支援に関与している様々な職種（主治医、産業医、両立支援促進員、ソーシャ

ルワーカー、社会保険労務士、両立支援コーディネーター）から意見を集め、ウェブシステ

ムの構築に応用した。その後、インターネット上で利用することを想定した入出力画面の一

部を作成した。 

今年度は、産業医経験の異なる複数の研究協力者を加えて多面的な意見を収集する環境を

整えた上で、本人の「自覚症状」と「職場の業務特性」の内容を充実させた。これら２つの

項目を入力することで、職場での両立支援を促進すると思われる「就業上の配慮事項」が自

動的に選出されるアルゴリズムを作成した。「就業上の配慮事項」には、両立支援に有用性

が高いと考えられるものが優先的に選出され、事業者の安全配慮事項にあたるものが利用

者に認識されるような工夫を行った。アルゴリズムにより選出された「就業上の配慮事項」

を含む、会社から主治医に提示する様式類を準備した。構築したアルゴリズムをインターネ

ット上で利用できるようウェブ環境を整備し（「治療サポ」と命名）、当該環境を中小企業の

人事総務担当者や両立支援を希望する社員の上司が利用することを想定して必要な改訂作

業を行った。今後は、今回作成したウェブ環境を実際に利用すると想定される関係者（企業

内の人事総務担当者、上司、労働衛生スタッフなど）に利用してもらい、有用性を検証する

とともに、必要な改善を行う予定である。 

研究協力者 

伊藤 直人（株式会社小松製作所） 

梅田 絵理子（株式会社東芝） 

江口 尚（産業医科大学） 

大﨑 陽平（ヘルスデザイン株式会社） 

垣本 啓介（株式会社小松製作所） 

加耒 佐和子（国立がん研究センター中央病

院） 

木村 登哉（産業医科大学） 

平岡 晃（株式会社小松製作所） 

古屋 佑子（東海大学） 

 

Ａ.研究目的 

本研究では、がんなどの疾病を持つ労働者

が病気及び加療（通院・自宅療養など）によ

る症状を保有しながらも休職から職場に復

帰する際、事業者（主に人事労務担当者と復

職先の上司）との間で「治療と仕事の両立」

に必要な話し合いが行われ、それぞれが納

得の上で、主治医に対し両立支援（就労継

続）に必要な項目を選択してもらう（主治医

が就労継続に必要な配慮事項を提示する）

ことを可能にするウェブ上の簡易な支援ツ

ールを検討することを目的とした。 
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なお、簡易な両立支援のための運用ツール

（以下 ウェブシステム）のコンセプトは、

主任研究者及び研究協力者からなる研究班

メンバーでの事前検討によって以下のよう

に設定した。 

１）ウェブ（インターネット）上で入力でき

る 

２）労働者本人の就労意欲を前提に、上司や

人事の担当者の合意を得るプロセスを含む 

３）産業医が不在もしくは関与が少ない中

小零細企業での利用も想定する 

４）過去（既存）の研究成果を活用し、不足

する部分を補う仕組みとする 

５）両立支援に必要な項目の選択（主治医に

よる意見の提案）を容易にする仕組みとす

る 

６）ウェブシステムを利用する前に、企業担

当者などが特別な学習を必要としない（シ

ステム内の説明文書に従い作業することで

最終的なアウトプットが作成できる） 

７）本人の自覚症状と復職後に就労する予

定の職場及び業務の特徴から、会社が配慮

すべき事項を提示し、その中で両立支援に

特に必要と主治医が判断する項目を選択す

る仕組みとする 

８）臨床業務が多忙な主治医の状況を鑑み、

主治医が回答する文面での事務作業をなる

べく少なくする 

 今年度は産業医経験の異なる複数の研究

協力者を加えた上で、本人の「自覚症状」と

「職場の業務特性」の内容を充実させると

ともに、これら２つの項目を入力すること

で、職場での両立支援を促進すると思われ

る「就業上の配慮事項」が自動的に選出され

るアルゴリズムを作成することを目的①と

した。 

また「就業上の配慮事項」には、両立支援に

有用性が高いと考えられるものが優先的に

選出（表示）され、事業者の安全配慮事項に

あたるものも利用者に容易に認識されるよ

うな工夫を行うことを目的②とした。 

アルゴリズムにより選出された「就業上の

配慮事項」を含む、会社から主治医に提示す

る様式類（治療と仕事の両立支援のための

書類）を作成することを目的③とした。 

社内で主に両立支援を担当する「人事労務

担当者」や「当該社員の上司」を主な利用者

と想定し、両立支援を希望する社員を加え

たやりとり（合意形成のプロセス）の中で、

必要な情報を、インターネット上で利用で

きるようウェブシステムを整備することを

目的④とした。 

 

Ｂ.研究方法 

本人の「自覚症状」と「業務特性」の内容

を充実させるため、機縁法により研究協力

者を新たに追加した。その上で、がん患者に

想定される「自覚症状」と、一般的な就業環

境で職場での配慮が必要になると考えられ

る「業務特性」を過去の両立支援に関する研

究報告書などを参考に抽出し、「自覚症状」

と「業務特性」の組み合わせで必要となる

「就業上の配慮事項」をパターン別に整理

した。（方法①）整理の手順は、研究協力者

を経験年数がバラつくよう３つのグループ

に均等に分けたのち、それぞれのグループ

で「自覚症状」と「業務特性」に応じて必要

になると思われる「就業上の配慮事項」を抽

出し、タイトルをつけ（ステップ１）その後、

研究協力者全体で各グループから抽出され

た結果を確認の上、異なる意見については

全員の同意が得られるまで議論を重ねて意

見を統一した（ステップ２）。また利便性を

向上させるため「就業上の配慮事項」のタイ

トルにふさわしいピクトグラムを選択する

とともに、それぞれに配慮内容の解説文を

付記した。「自覚症状」と「業務特性」の２

軸からなる情報を入力することで、両立支

援に必要な「就業上の配慮事項」が選出され

る一覧表を作成した（ステップ３）。 

上記により自動的に選出される「就業上の

配慮事項」には、事業者の「安全配慮義務」

に相当するものが含まれた。そこで一定の

条件下で事業者の「安全配慮義務」に該当す

ると思われるものを研究者で話し合った上

で特定し、それらが企業側の担当者にもわ

かるような工夫を講じることとした。（具体

的には、就業上の配慮事項の中で「安全配慮

義務」に該当するものには特別の表示を施

すこととした）。（方法②） 

両立支援を希望する事例が発生した際に、

関係者（人事総務担当者・上司・本人）が集

まって社内での合意形成プロセスを経たの

ち、本人が主治医に持参する書類（治療と仕

事の両立支援のための書類）のテンプレー

トを、過去の研究報告書を参考に作成した。
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この書類の記入者（人事総務担当者・上司・

本人）が必要な情報を容易に加筆・修正でき

るよう、テンプレートの記入箇所に解説を

加えた記入例（サンプル）を準備した。（方

法③） 

上記全てを、インターネット上（ウェブシ

ステム）で利用できるよう、専門業者の協力

のもとホームページを作成し、想定利用者

（人事総務担当者・上司・本人）が使いやす

くなるための種々の工夫を行った。（方法④） 

上記の取り組みは、2021 年 4 月以降およ

そ 1ヵ月に１〜３回程度の頻度で、2022 年

2 月まで計 15回以上にわたり実施した。各

回の打ち合わせや作業は、1 時間から 2 時

間を要した。 

 

Ｃ.研究結果 

① 「自覚症状」と「業務特性」の組み合わ

せで両立支援に必要となる「就業上の配慮

事項」のリスト一覧 

就業上の配慮項目を選出するため、がん患

者の主な「自覚症状」（22項目）と一般的な

就業環境で職場での配慮が必要になると考

えられる「職務の特徴（業務特性）」（16項

目）を抽出した。 

自覚症状（身体の症状） 

1. だるさ・疲れやすさ 

2. 記憶力低下や集中力の低下 

3. 吐き気・嘔吐 

4. 食欲低下 

5. 体重減少 

6. ほてり・のぼせ・発汗 

7. 手足のしびれ・痛み 

8. 手足のむくみ 

9. 人工肛門・人工膀胱 

10. 下痢・頻便・便失禁 

11. 頻尿・尿漏れ 

12. 皮膚の荒れ・爪の変化 

13. 脱毛 

14. 視力の低下 

15. 聴力の低下 

16. 声の出しにくさ・しゃべりにくさ 

17. 免疫力の低下（感染しやすさ） 

18. 気分の落ち込み 

19. 骨転移の痛み 

20. 放射線照射部の皮膚の違和感 

21. 手術部位の傷の痛み 

22. ダンピング症候群 

 

業務特性（職務の特徴） 

1. 重量物取り扱い 

2. 長時間立位 

3. 暑熱作業 

4. 寒冷作業 

5. 高所作業 

6. 車の運転 

7. 機械の運転・操作 

8. 対人業務 

9. 遠隔地出張 

10. 海外出張 

11. 単身赴任 

12. 交代制勤務 

13. 上肢作業 

14. コンピューター作業 

15. 通勤 

16. 屋外作業 

 

「就業上の配慮項目」には 38項目が挙げら

れた。配慮内容についての解説（下記参照）

と具体的な配慮の例を加えた。 

配慮項目の特徴を踏まえて全体を労働衛

生の４管理（総括管理、作業環境管理、作業

管理、健康管理）にカテゴリー分けし、利用

者の理解を促すため、各カテゴリーにも説

明文を付記した。 

 

就業上の配慮項目 

総括管理：社内ルールの新規作成や本人の

選択権の確保などにより両立支援を行いや

すくする配慮です。 

１）余裕のある（自分のペースで活動でき

る）スケジュール 

業務スケジュールや納期に余裕を持たせた

り、仕事のペース配分を労働者が決められ

るようにするための配慮 

２）遠隔地の出張や単身赴任への対応 

移動による身体的負担の軽減やパートナー

などの支援を受けやすくするための配慮 

３）特定の症状に対する対処 

病気や治療法に特有の症状や合併症があっ

てもなるべく仕事を続けるための配慮 

４）職場メンバーでの会食への見合わせ 

周囲に気を使ったり、無理して飲食をしな

いようにするために配慮 

５）日勤業務・交代勤務の制限 

症状を安定させるために必要な規則正しい
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生活を維持するための配慮 

６）外見（容姿）への気遣い 

治療による影響で外見に変化があり、それ

を他人に見られたくない場合に行う配慮 

７）通勤手段の裁量度アップ 

症状により本人に負担の少ない通勤手段や

時間帯を選択できる配慮 

８）フレックス制度の活用 

症状により本人に負担の少ない出退勤時間

を選択できる配慮 

９）在宅勤務制度の活用 

症状により本人に負担の少ない勤務場所を

選択できる配慮 

１０） 勤務時間・勤務間隔の裁量度アッ

プ 

勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上

の「休息時間」を設け、症状の回復や睡眠時

間等を確保する配慮 

１１） 交代要員・支援員の配置 

体調不良時に休みを取れたり、周囲からの

支援を受けやすくするための人員配置な

どに関する配慮 

１２） 内容物の表示 

運搬作業時に、取り扱う前に中身がわかる

ようにする配慮 

１３） かかりつけ医（緊急連絡先）の確保 

緊急時にすぐに相談や診療を依頼できるか

かりつけ医の確保のための配慮 

 

作業環境管理：働く環境や福利厚生施設の

新規増設や改修などの作業環境を工夫する

ことで両立支援を行いやすくする配慮です。 

14. 就業時間中の食事や水分の摂取環境

の整備 

所定の時間や場所以外においても症状軽減

のために食事や水分を摂取できるようにす

るための配慮 

15. 暑熱・寒冷環境への対応 

作業環境の温度を適切に保ち、体調不良時

も体温調節を可能にするための配慮 

16. プライベートエリアの確保 

症状を管理するため、身体のケア(血糖測定

や皮膚ケア等)を行えるスペースを確保す

るなどの配慮 

17. 屋外作業の回避 

症状の悪化や身体的負担を軽減するために、

屋外作業を可能な限り避ける配慮 

18. オストメイトトイレの活用 

人工肛門により、定期的に排泄物の処理を

する必要がある作業者への設備面での配慮 

19. ディスプレイの工夫 

痛みが生じにくい作業姿勢になるようなデ

ィスプレイ（視覚情報端末）の設置について

の配慮 

20. トイレにアクセスしやすい職場への

配置 

病気の症状や副作用によって起こる頻回な

トイレ利用をしやするするための配慮 

21. 転倒転落防止 

転倒、転落の危険性への配慮 

 

作業管理：作業の仕方や保護具の利用方法、

作業による身体への負荷などを見直すこと

で両立支援を行いやすくする配慮です。 

22. 連続作業時間の制限・休憩場所や機会

の確保 

作業中の小休止や休憩を適宜取れるように

したり、休憩の場所を確保するための配慮 

23. 暑さ・寒さ対策のための衣類・手袋等 

体温調整のしやすい作業着や手袋など、労

働者が自身の体調にあった服装を選択でき

るための配慮 

24. 痛みケアのための作業着 

治療内容等によって起こりうる皮膚炎等の

症状に対して、服装を選択できるための配

慮 

25. 立位作業の制限・座位作業の励行 

立位作業による身体への負担が大きい場合

などへの配慮 

26. 複数名での作業 

仕事による身体的負担が大きい場合に、複

数名で対処することで作業継続を可能にす

る配慮 

27. 重量物取り扱い・より身体的負担の少

ない作業への転換 

重量物の取り扱いがない作業やより身体的

負担の少ない作業に従事するための配慮 

28. 症状が軽くなる作業姿勢 

術後の後遺症や治療によって起こる症状を

軽減するために必要な作業姿勢に対する配

慮 

29. 腕に負担のかからない業務を与える 

上肢（腕）に症状がある場合に、同部位への

作業負担を軽減するための配慮 

30. 高所作業の回避 

症状等で転倒や転落の可能性がある作業者
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を高所で作業させない配慮 

31. 遮光ツールの利用 

まつ毛の脱毛により目にほこりが入らない

ようにするために、保護のためのゴーグル

の利用についての配慮 

32. 習熟作業への配置 

やり慣れた作業への配置により、集中力な

どが低下していてもトラブルや事故を起こ

さないための配慮  

33. 聴覚を要しない業務への配置 

内服薬の副作用や病気自体の影響で、聴力

低下を伴う作業者への配慮 

34. 聴覚障害（片側/両側）への留意 

作業者間でのコミュニケーション低下に伴

う作業性の低下を防止したりや安全を確保

するための配慮 

35. 運転業務の禁止 

車などの運転や機械の操作を避ける配慮 

 

健康管理：作業者自身の体調に合わせた支

援を行うことで両立支援を行いやすくする

配慮です。 

36. 食事直後の業務回避 

食後に特に発生しやすい症状（合併症）を回

避するための配慮 

37. 体調確認 

体調不良の際、本人がすぐに周りへ伝えら

れない場合に備えて、周囲が定期的に体調

を確認するなどの配慮 

38. 一般的な感染対策 

免疫力の低下など感染しやすい状態にある

場合や予防接種の確認、推奨などに関する

配慮 

 

「自覚症状」と「業務特性」の組み合わせに

より選出される「就業上の配慮項目」のパタ

ーンは膨大な数にのぼる。組み合わせによ

ってどのように配慮項目が選出されるかを

確認するための対比表（表示の関係で一部

を参照として列挙）を添付①に記す。 

38 項目の「就業上の配慮項目」を視覚的に

わかりやすく認識するための工夫として作

成したピクトグラムの表示を添付②に記す。 

 

② 一定の条件下で事業者の「安全配慮義務」

に該当すると思われる事項 

アルゴリズムにより選出された「就業上の

配慮事項」の中で、事業者の「安全配慮義務」

に該当すると思われる特に「重要」な配慮事

項は以下の７つとし、配慮事項に重要の表

記を行った。 

2. 遠隔地の出張や単身赴任への対応 

13. かかりつけ医（緊急連絡先）の確保 

14. 就業時間中の食事や水分の摂取環境

の整備 

17. 屋外作業の回避 

22. 連続作業時間の制限・休憩場所や機会

の確保 

30. 高所作業の回避 

35. 運転業務の禁止 

 

③ 社内での合意形成プロセスを経たのち、

本人が主治医に持参する書類（治療と仕事

の両立支援のための書類）のテンプレート 

両立支援を希望する社員からの申し出を

受け、人事総務担当者、上司、本人（がん患

者）による話し合いを経た結果を記入し、主

治医に持参するための書類のテンプレート

を作成した。 

このテンプレートは、「治療と仕事の両立

支援に関する企業から主治医への就業配慮

情報の提供のお願い（案）」とした。企業担

当者から主治医に宛てた挨拶文、確認事項、

会社の立ち位置、個人情報の社内での取り

扱いなどを説明した鏡文（１ページ目）と、

仕事に関する情報（現在もしくは今後就労

する職場の状況）として、社員の氏名・生年

月日・住所・職種・職務内容・勤務形態・勤

務時間・通勤方法/通勤時間・休業可能期間・

有給休暇日数・その他の特記事項・利用可能

な社内制度・本人署名を含む用紙（２ページ

目）、治療の状況や就業継続の可否等につい

ての主治医からの意見書（診断書と兼用）と

して、現在の症状・治療の予定・退院後/治

療中の就業継続の可否・業務内容について

職がで配慮したほうが良いこと（望ましい

就業上の措置：選択制）・その他の配慮事項

（自由記述）・上記の措置期間と本人の署

名・主治医の署名欄からなる用紙（３ページ

目）、主治医の意見をもとに必要に応じて作

成するもの「両立支援プラン／職場復帰支

援プラン」（４ページ目）、の 4 枚で構成さ

れ、過去の研究成果を一部転用した。 

また、各用紙に誰が（人事総務担当者、上

司、本人）どのような内容を記入すれば良い

かを解説した「入力見本」（添付③）を作成
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した。 

 

④ 両立支援に取り組む企業の担当者（人事

総務担当者・上司・本人）が利用できるウェ

ブサイト 

上記全てをインターネット上（ウェブシス

テム）で利用できるよう、ホームページを作

成した。（添付④）ホームページ上に準備さ

れた画面のタイトル・キーワードは以下の

通りである。 

・ホームページタイトル：治療サポ 

・URL: https://www.chiryou-sapo.com 

・タイトルページ表示 

 ツールを使う 

 使い方・機能 

 配慮事項を検索する（アルゴリズム内蔵） 

 配慮事項一覧（38 項目） 

 両立支援の事例 

 お問い合わせ 

 よくあるご質問 

 治療サポについて 

 主治医に持参する書類 

 利用規約 

 個人情報保護方針 

・ホームページ内のキーワード 

本人の思い、上司の期待、人事の願いを

１つに 

主治医の理解と支援を引き出すサポート

ツール 

配慮に関する話し合いを支援します 

主治医用の文章の作成をサポート 

職場で配慮したほうがいいこと 

治療サポの使い方 

質問に答えるだけで「アドバイス」がも

らえます 

話し合いを支援する検索システム 

主治医に提出する専用フォーマット 

導入事例一覧 

身体の症状（22 項目） 

職務の特徴（16 項目） 

 

Ｄ.考察 

今年度はがん患者の「自覚症状」と一般的

な就業環境の「業務特性」による組み合わせ

で両立支援に有用と思われる「就業上の配

慮項目」を選出するためのアルゴリズムを

作成した。38 項目の「就業上の配慮項目」

の選出には、産業医経験の異なる様々な研

究協力者からの意見を集約し活用すること

で一定の網羅性・多様性を持った仕組みが

構築されたものと思われる。 

またこのアルゴリズムが組み込まれたウ

ェブシステム（治療サポ）により、産業医が

いない 50人未満の中小零細企業でも、人事

総務担当者や上司が主体となって、両立支

援に必要な最低限の対応ができるようにな

ったと考える。 

38 の「就業上の配慮項目」中で、事業者の

安全配慮義務もしくは両立支援の観点で特

に重要な項目については、重要マークを表

示することで事業者の責務も果たすことが

できるような工夫を行った。さらに本シス

テムの利便性を向上させるため、「就業上の

配慮項目」については視認性の高いピクト

グラムを導入するとともに、解説文と具体

的な例を記すことでよりわかりやすくなっ

たと考えている。 

事業者側の担当（人事総務担当者・上司）

が本人の「自覚症状」と就労予定職場の「業

務特性」を選択（入力）することで、必要な

「就業上の配慮項目」を選出できるこのウ

ェブシステムは、一連の入力作業とその過

程で交わされる関係者（人事総務担当者・上

司・本人）間での会話により、事業場内の両

立支援に必要な知識を各人が学ぶ機会とし

ても応用が可能と考える。またそれらの過

程が、労使間の合意形成に関する標準的な

プロセスにも該当するものと思われる。 

患者（本人）が病院受診の際に持参し、主

治医に確認・追記をいただく書類（治療と仕

事の両立支援に関する企業から主治医への

就業配慮情報の提供のお願い（案））の中に

は、関係者間（人事総務担当者・上司・本人）

での合意形成を経て、事業場で対応が可能

と思われる「就業上の配慮項目」が記されて

いる。両立支援に不慣れな主治医にとって

は、このようなプロセスを経て記された「就

業上の配慮項目」の中から、両立支援に有用

と思われるものを選択することは心理的に

も知識的にも容易になることが予想される。 

今回作成したインターネット上のウェブ

システムは、システム内のインストラクシ

ョンに従い人事総務担当者や上司と本人が

話し合いを進めることで、自然と合意形成

が得られるように工夫されている。両立支

援は通常、企業側の担当者と本人及び主治
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医との連携によって実施されるものである

が、中小零細企業においては、企業側の担当

者に医学的な判断を行うための知識が十分

でないことが多く、また 50 人以上の事業場

では選任されている産業医の関与も得られ

ない。しかし、本システムを活用すること

で、産業医などの専門的な支援を得られな

くても、人事総務担当者や上司の協力によ

り、必要最低限の両立支援に必要な就業上

の配慮項目を知り、就労を望む社員の意思

に少しでも沿うことができるようになると

考えられる。 

今回作成したウェブシステムは今後、利用

が想定される対象群へのヒアリングや使用

感などの定量的・定性的な調査を行った上

で、改定する予定である。また、関係者間で

の話し合いや、ウェブシステムへのデータ

入力の過程で分かりづらい箇所への対応法

を、簡単なインストラクション（説明文章）

や動画などで充実させることができると考

える。 
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配慮番号 条件1 条件2 条件3 条件4 条件5 条件6 条件7
1 1-1&2-1 1-1&2-2 1-1&2-3 1-1&2-4 1-1&2-5 1-1&2-6 1-1&2-7

2 1-1&2-3 1-1&2-16 1-2&2-3 1-3&2-3 1-3&2-7 1-3&2-11 1-3&2-16

3 1-1&2-3 1-1&2-4 1-1&2-16 1-2&2-3 1-2&2-4 1-2&2-16 1-3&2-3

4 1-1&2-3 1-1&2-16 1-2&2-3 1-3&2-3 1-4&2-3 1-5&2-3 1-5&2-16

5 1-3&2-7 1-3&2-8 1-3&2-9 1-3&2-12 1-3&2-13 1-3&2-14 1-19&2-2

6 1-20&2-3 1-20&2-4 1-20&2-13 1-20&2-16

7 1-1&2-2 1-1&2-7 1-1&2-8 1-1&2-9 1-1&2-10 1-1&2-12 1-1&2-13

8 1-1&2-6 1-1&2-7 1-1&2-8 1-1&2-9 1-1&2-10 1-1&2-11 1-1&2-12

9 1-1&2-1 1-1&2-3 1-1&2-4 1-1&2-5 1-1&2-6 1-1&2-7 1-1&2-9

10 1-1&2-8 1-1&2-9 1-1&2-10 1-1&2-11 1-2&2-9 1-2&2-10 1-2&2-11

11 1-22&2-9 1-22&2-10 1-22&2-15

12 1-4&2-9 1-4&2-10

13 1-1&2-12 1-2&2-12 1-3&2-12 1-4&2-12 1-5&2-12 1-6&2-12 1-18&2-12

14 1-1&2-3 1-1&2-4 1-1&2-5 1-1&2-7 1-1&2-16 1-2&2-3 1-2&2-4

15 1-5&2-8 1-6&2-8 1-13&2-12 1-13&2-16 1-13&2-3 1-13&2-8

16 1-1&2-15 1-2&2-15 1-3&2-15 1-4&2-15 1-5&2-15 1-6&2-15 1-14&2-6

17 1-1&2-7 1-1&2-9 1-1&2-15 1-2&2-15 1-3&2-9 1-3&2-15 1-4&2-15

18 1-1&2-8 1-2&2-10 1-1&2-14 1-1&2-15 1-2&2-14 1-3&2-14 1-6&2-15

19 1-4&2-12 1-5&2-12 1-6&2-12

20 1-1&2-1 1-1&2-7 1-2&2-1 1-3&2-1 1-5&2-1 1-5&2-13 1-6&2-1

21 1-19&2-8 1-21&2-8

22 1-20＆2-1 1-20&2-7 1-20&2-13 1-20&2-16

23 1-22＆2-1 1-22&2-2 1-22&2-3 1-22&2-4 1-22&2-5 1-22&2-6 1-22&2-7

24 1-1&2-6 1-1&2-7 1-2&2-7 1-3&2-6 1-3&2-7 1-8&2-6 1-20&2-3

25 1-3&2-3 1-20&2-3 1-20&2-16

26 1-1&2-7 1-3&2-7 1-19&2-6 1-19&2-7

27 1-19&2-6 1-21&2-6 1-21&2-7

28 1-20＆2-1 1-20&2-8 1-20&2-13

29 1-3&2-9 1-3&2-10 1-4&2-9 1-4&2-10 1-5&2-10 1-5&2-11 1-5&2-9

30 1-4&2-13 1-5&2-13 1-6&2-13 1-8&2-1 1-19&2-13 1-21&2-13

31 1-1&2-2 1-3&2-1 1-3&2-7 1-3&2-12 1-3&2-13 1-3&2-14 1-3&2-16

32 1-9&2-1 1-9&2-2 1-9&2-3 1-9&2-4

33 1-1&2-5 1-2&2-5 1-3&2-5 1-7&2-5 1-8&2-5 1-9&2-5 1-14&2-5

34 1-9&2-6

35 1-13＆2-1

36 1-14＆2-1
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37 1-14＆2-1

38 1-13&2-15

39 1-1&2-12 1-2&2-12 1-14&2-12

40 1-2&2-7 1-2&2-14 1-6&2-14 1-14&2-7 1-14&2-13 1-14&2-14 1-15&2-7

41 1-2&2-7 1-6&2-6 1-6&2-7 1-14&2-7 1-15&2-7

42 1-2&2-8 1-2&2-13 1-2&2-14 1-2&2-16 1-14&2-14

43 1-6&2-8 1-15&2-8 1-16&2-8

44 1-2&2-7 1-15＆2-1 1-15&2-2 1-15&2-3 1-15&2-4 1-15&2-5 1-15&2-7

45 1-1&2-9 1-1&2-10 1-2&2-10 1-2&2-8 1-2&2-9 1-2&2-14 1-15&2-8

46 1-15&2-4 1-16&2-2 1-16&2-3 1-16&2-4 1-16&2-5 1-16&2-16

47 1-1&2-7 1-16&2-3

48 1-17&2-10

49 1-17&2-1 1-17&2-2 1-17&2-3 1-17&2-4 1-17&2-5 1-17&2-7 1-17&2-8

50 1-1&2-11 1-1&2-15 1-2&2-11 1-2&2-15 1-3&2-15 1-17&2-9 1-17&2-10
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配慮事項一覧 

総括管理

余裕のある
（自分のペースで
活動できる）
スケジュール

遠隔地の出張や
単身赴任への対応

特定の症状に
対する対処

職場メンバーでの
会食への見合わせ

日勤業務・
交代勤務の制限

外見（容姿）
への気遣い

通勤手段の
裁量度アップ

フレックス制度
の活用

在宅勤務制度
の活用

勤務時間・
勤務間隔の
裁量度アップ

交代要員・
支援員の配置

内容物の表示 かかりつけ医
（緊急連絡先）

の確保

作業環境管理

就業時間中の
食事や水分の
摂取環境の整備

暑熱・寒冷環境
への対応

プライベートエリア
の確保

屋外作業の回避 オストメイトトイレ
の活用

ディスプレイ
の工夫

トイレにアクセス
しやすい職場
への配置

転倒転落防止
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作業管理

連続作業時間の
制限・休憩場所や
機会の確保

暑さ・寒さ対策の
ための衣類・手袋等

痛みケアのため
の作業着

立位作業の制限・
座位作業の励行

複数名での作業

重量物取り扱い・
より身体的負担
の少ない作業への

転換

症状が軽くなる
作業姿勢

腕に負担の
かからない業務
を与える

高所作業の回避 遮光ツールの利用

習熟作業への配置 聴覚を要しない
業務への配置

聴覚障害
（片側 /両側）へ

の留意

健康管理

食事直後の
業務回避

体調確認 一般的な感染対策

運転業務の禁止
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人事担当者が、上司・本人と話し

合いをした上で記入する 

変更が必要な場合は、 

人事担当者が修正する 

人事担当者記入箇所 

人事担当者記入箇所 

 

 

 

 

 
人事担当者記入箇所 
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本人記入箇所 
 

 

専門用語を避け、できるだけ具

体的に書きましょう。産業医の設

置の有無や体制についても記載

するとベターです。 

人事担当者記入箇所 

本人記入箇所 
 

ご本人が病気であとどれ位休む

ことができるか、どのくらいの期

間休むと制度上解雇になってし

まうかお書きください。 

そのほか、職場の体制やご本人

の状況で気になる事をお書きく

ださい。 
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本人記入箇所 

 

 

主治医の判断により、省略可能 

医師記入箇所 

主治医により、 

通勤や業務遂行に影響を及ぼし得

る症状や薬の副作用等を記述 

（省略可） 

 

主治医が、当てはまる項目にチェッ

クを入れる 

 

 

主治医による自由記述（省略可） 

 

 

主治医による記述 

 

主治医により、 

入院治療・通院治療の必要性、今

後のスケジュール（半年間、月 1回

の通院が必要等を記述 

 

本人記入箇所 

 

 

医師記入箇所 

人事担当者 転載箇所 
「治療サポート」の検索結果をこちら

に転載した上で、主治医にチェック

を付けてもらう 

 

医師記入箇所 
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人事担当者が、上司・本人と話し合いを

した上で記入する 

人事担当者記入箇所 

 

・復職直後は、体を慣らすために短時間

勤務から始め、様子を見ていく事を推奨

します。残業・休日出勤についても同様

に、様子を見ながら調整するのがベター

です。また、通勤ラッシュによる体力消

耗を避けるため、時差出勤制度も有用

です。 

・治療によっては毎日通院が必要になる

場合もあるため、週５日勤務→週４日勤

務など勤務日数の配慮も必要です。 

職場復帰にあたり元の職場で働くのか、

別の職場へ配置転換を行うのか、「本人

の希望」「会社でどこまで対応できるか」

を本人・職場で話し合う事が必要です。

がんと診断された後も、元の職位や元

の職場で十分にパフォーマンスを発揮し

ている労働者もたくさんいます。過剰な

配慮や一方的な決定は職場と本人との

軋轢を生むこともありますので、注意が

必要です。 

復帰後に施行する就業配慮は、体調の

回復に応じて適切に運用する事が大切

です。配慮内容やいつまで続けるか、と

いう点も復帰後に当該労働者と話合い

ながら調整しましょう。 
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労災疾病臨床研究事業費補助金 

事業場において治療と仕事の両立を支援するための配慮とその決定プロセスに関する研究

（200201-01） 

分担研究報告書 

 

仕事と治療の両立支援を促進する組織文化の尺度開発に向けて 

―事例のレビュー― 

 

分担研究者 北居 明 甲南大学経営学部・教授 

 

 本研究の目的は、治療と就労の両立を可能にする組織的条件の一つとして、組織文化に着

目し、両立を可能にする組織文化の特徴について明らかにすることにある。本年度の活動と

して、両立支援組織文化に関する事例をレビューし、治療と就労の両立支援文化を測定する

項目についての示唆を得た。 

 

A.研究目的 

 昨年度の報告書では、両立支援に関連す

る組織文化研究について、主に定量研究の

検討を行った。先行研究の組織文化次元を

見ると、少なくとも職場レベルの組織文化

については支援次元と障壁次元があるよう

に思われる。支援次元とは、両立を積極的に

助ける組織文化の特徴を表し、障壁次元は、

両立を妨げる組織文化の特徴を表す。これ

までの研究を見ると、支援次元は職務満足

などに影響が大きく、障壁次元はコンフリ

クトへの影響が大きいように思われる。 

 しかし、上述の研究は仕事と家庭の両立

支援に関する組織文化研究であり、治療と

就労の両立支援に関する研究は見当たらな

かった。本年度は、治療と就労の両立支援に

関する文献研究を通じ、上述の組織文化に

加えられるような、独特の次元を探る。 

 

B.研究対象 

仕事と就労の両立を支援する組織文化に

ついて調査するため、わが国の事例研究に

ついてレビューした(表 1)。 

 

C.結果 

 文献に掲載された事例を分析した結果、

治療と就労の両立支援に関わる組織文化と

して、以下の 3次元が抽出された。 

 

1.支援を得られる文化 

 これは仕事と家庭の両立支援の次元とほ

ぼ類似した次元である。病気や治療につい

て、相談できる上司や部下の存在は、両立支

援を促進する。たとえば、廣川・渡辺・大石・

岩田・平松・山下(2020)は、「がんになった

こと，がんの治療を受けていることを知っ

ている同僚や上司が自主的、主体的に態度

や行動で仕事の負担を軽くしたり、温かい

ことばをかけたり，いろいろな面で差し伸

べる有形無形、多種多様な手助けである＜

インフォーマルなサポート＞(311頁)」が重

要であると述べている。インフォーマルな

サポートは、フォーマルなサポートでは埋

めることのできない部分を支援することが

できるが、一方でいつ途絶えるかわからな

いという不確実性もある。小林・長坂・増島

(2021)も、「…就労継続の有無にかかわらず、

できるだけ早期から信頼できる上司や同僚

と話し合う機会を設けるよう促す支援が重

要と考える(17 頁)」と述べている。さらに

スティグマに対する戦略として、「可能な限

り早期に、周囲に相談できる人がいるかを

確認し離職後も就労に影響を及ぼさないよ

う支援を検討することは重要である(17頁)」

と述べている。 

 これ以外にも、参照したほとんどの事例

において、上司や同僚の理解や支援の重要

性が指摘されていた。支援を得られる文化

は、治療と就労の両立支援においても、必要

不可欠な要素であることが示唆されている。 
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2.病気に対する見方 

2 つ目の次元は、「病気に対する見方」で

ある。これは、「がんのような重い病気にか

かった人は、治療に専念すべきである」や、

「重い病気を抱えながら働くことは、周囲

に迷惑がかかる」、あるいは「病気になった

ことがキャリアに悪影響を与える」という

病気観である。こうした見方は、病気を「私

病」と見なしてきた伝統的病気観に由来す

ると思われる。たとえば、向・森岡(2020)は、

「がん患者が働くことへの偏見や誤解があ

ると認識している者は、非継続群に多かっ

た(178 頁)」と述べ、症状だけでなくがんと

職業生活の両立困難感から離職してしまっ

ている可能性があると主張する。 

また、八巻(2018)は、治療と就労の両立支

援のために、土日や夜間に治療できるよう

な環境を整備すべきという意見が増えてい

ることを踏まえ、「しかし，土日や夜間とい

う、本来ならば休息すべき時間を治療に充

てることは、身体的には大きな負荷である。

健康な時と同様に働かなければその人のキ

ャリアコースが維持できないことへの懸念

により、休日夜間の治療を希望している可

能性もある。そうであるならば，休日や夜間

の治療の選択肢を増やすよりも、一時的な

闘病期間を経てもキャリアコースが維持さ

れるような職場作りの方がより重要なので

はなかろうか(309 頁)」と述べている。 

キャリアへの悪影響については、仕事と

家庭の両立支援文化でも重要な次元として

指摘されていた。病気に対して、個人の責任

ではなく「誰でもかかる可能性がある」とい

う認識を共有することが、両立支援にとっ

て重要であることが示唆されている。 

 

3.柔軟な働き方 

 3 つ目の次元は、「柔軟な働き方」の提供

である。病気の症状や進行度は人によって

異なる。それぞれの事情にあった働き方の

デザインは、両立支援にとって重要である。

たとえば、廣川・渡辺・大石・岩田・平松・

山下(2020)は、罹患後の働き方を労働者と

会社側が相談して決めていく「働き方のカ

スタマイズ」の必要性を述べている。田中・

田中(2012)は、罹患後および治療に伴う体

力低下に対応して、仕事の量や時間を調整

することが、役割遂行上の困難を克服する

ことにつながると述べる。 

 また、﨑山・錦戸(2019)は、中小企業にお

ける両立支援の聞き取り調査から、「療養休

暇等の制度の有無にかかわらず、経営者の

理解と熱意のもと、本人の働く意欲がある

限り、在宅勤務なども活用して、雇用を継続

していた事例を複数収集できた(117頁)」と

述べている。 

 

D.考察 

1.治療と就労の両立支援組織文化の特徴 

 以上、家庭と仕事の両立支援文化に関す

る事例研究についてレビューを行った。そ

の結果、①周囲から支援を得られること、②

病気に対する見方、③柔軟な働き方の提供

の 3つが抽出された。 

 このうち、①と③は家庭と仕事の両立支

援文化でも見られた次元である。②につい

ては、病気に対する偏見がある場合、①や③

に繋がらないか、あるいはたとえ①と③が

あったとしても、長続きしないとも考えら

れる。3つの次元はそれぞれ独立していると

いうよりも、相互に関連し合っているとみ

ることができるだろう。 

 また、遠藤(2019)は、事例性と疾病性を区

別し、治療側は経営側に対して事例性に基

づいた報告を行うことが重要であると述べ

る。遠藤(2019)によれば、「『事例性』とは、

業務を遂行する上で支障となる客観的事象

のことで、『1日に 10回ほど，トイレで離席

する』『毎月 3日以上の突発休を認める』な

ど、通常の業務管理上の『日ごろからのず

れ』に関する事項である。『疾病性』とは疾

病、症状等のことで、『下痢』『「食欲がほと

んどない』等である。がん罹患社員を管理す

る会社側としては、『事例性』をベースに服

務管理・配慮等の対応を行い、『疾病性』に

関しては，主治医や産業医等に意見を求め

（『ボール』を投げ）、医療職から意見書等で

意見を収集（『ボール』を返してもらう）し

た後に対応を検討するという、「治療と就労

の両立支援」の基本を守るべきである。その

ためには、『事例性』と『疾病性』に関する

対応方法の区別化が肝要である(95 頁)」と

述べる。経営者は、がんに罹った労働者に対

し、どのような支援をすればいいかよくわ

からないことも多い。その場合、治療する医
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師や看護師から、「事例性」に基づいた序言

をすることが、適切な支援や働き方の提供

に結びつくと考えられる。すなわち、治療と

就労の両立支援文化の形成には、経営者側

の努力だけでなく、経営側と治療側の協力

が必要であることが示唆されている。 

 

2.課題 

 治療と就労の両立支援文化の事例につい

ては、今回は産業保健に関する研究から収

集した。しかし、経営に関する研究でも、両

立支援文化に関する事例があると思われる。

今後は、経営側の研究を収集すると同時に、

治療と就労の両立支援文化を構成する次元

を明確にし、測定尺度を開発する。 

 

Ｅ．結論 

 以上、治療と仕事の両立支援文化の事例

研究から、われわれの研究に対する示唆を

考えてきた。今後は、さらなる事例の収集と

共に、治療と就労の両立支援文化を測定す

る尺度開発を行い、わが国の中小企業を対

象とした実証研究を行う予定である。 

 

Ｇ．研究発表 

1.論文発表 

なし 

2.学会発表 

 なし 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況（予定を含

む） 

1.特許取得 

 なし 

2.実用新案登録 

 なし 

3.その他 

 なし 
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表 1 事例研究に見る組織文化次元 

研究 文化次元 

田中・田中（2012） 他者に任せることができることは任せる 

体力に合わせて仕事量に減らす 

仕事にかける時間配分を変える 

体力に合わせて治療合間に仕事を続ける 

仕事上の役割について上司に相談する 

和田・稲吉（2013） 上司や経営者の理解がある 

同僚との関係が良好である 

仕事時間を自由に調整できる 

仕事内容を調整できる 

橋爪他（2018） 治療と仕事が両立できるよう、仕事の量や内容を調整できる 

がんになっても、今まで通り普通に接してくれる 

職場の人が最優先に考えてくれる 

誰でも言えば手伝ってくれる 

勇気づけてくれる言葉をかけてくれる 

八巻（2018） がんにかかった場合、上司や周りの人に相談できる 

がんなどの重い病気にかかることが、キャリアに影響しない 

遠藤（2019） がんに罹患した場合の業務内容が明確に定められている 

「事例性」に基づいた対応ができている 

﨑山・錦戸（ 2019）  支援担当者の就業時間や作業負担軽減等に配慮し対応している 

須賀他（2019） がんになっても仕事を続けたいという意思表示ができる 

森岡他（2019） 一人一人の事情にあった支援が受けられる 

向・森岡（2020） 同僚や上司の理解や支援が得られる 

がん患者が働くことに対する偏見がない 

廣川他（2020） 同僚や上司が、インフォーマルなサポートをしてくれる 

がん治療をしながら働く「私の働き方」のカスタマイズができる 

小林他（2021） がんになったとき、職場の中にすぐに相談できる上司・同僚がいる 

通院や治療のために仕事を休むことで、職場に迷惑がかかる 
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労災疾病臨床研究事業費補助金 
事業場において治療と仕事の両立を支援するための配慮とその決定プロセスに関する研究 

（200201-01） 
令和 3 年度分担研究報告書 

仕事と治療の両立支援要請を促すマネジメントに関する文献レビュー 
分担研究者 森永雄太（武蔵大学経済学部・教授） 

 

研究要旨 

 

 本研究の目的は、従業員による治療と仕事の両立のための支援要請を促す組織のマネジメン

トについて探求することである。仕事と治療の両立を実現するためには、施策を策定したり制

度を整えたりするだけでなく、施策を職場内に浸透させていく必要がある。人的資源管理論に

おける人事施策の実践プロセスに注目する文献をレビューした結果、管理者の役割の重要性と

従業員自身の施策に対する認識を変えていくことの重要性が明らかになった。結果を踏まえて、

治療と仕事の両立のための援助要請意図を高めるために今後検討すべき研究課題が明らかにさ

れた。 

 

A 研究背景と目的 

 本研究の目的は、従業員による治療と仕事の両立のための支援要請を促す組織のマネジメン

トについて探求することである。組織が従業員の治療と就労の両立支援を行うためには従業員

サイドからの支援の要請が行われる必要があるが、実際には支援の必要性を組織側に伝えない

ままに就業を継続したり、離職したりひているケースが多いことが指摘されてきた（坂本・高

橋, 2017）。従業員が支援の要請を行わない背景には、当該組織にそのような働き方を許容する

ような人事制度が整備されていないという人事制度上の問題だけでなく、制度そのものが整っ

ていたとしてもその制度を運用することに対して後ろ向きな態度を示す経営者や管理者の存在

や、制度の活用を阻むような組織風土の存在といったマネジメント上の問題があると考えられ

る(江口・森永・細見, 2020: 須賀 ・山内・和田 ・柳澤, 2019)。本研究では、従業員による

仕事と治療の両立のための支援要請を促すマネジメントを検討するために、経営学の人的資源

管理論で蓄積されてきた人事施策の実践プロセスに注目する一連の文献レビューを行い、今後

の検討課題を明らかにしていく。 

 

B 調査の方法 

 本研究では、「治療と仕事の両立のための支援の要請」について経営学の先行研究をレビュー

する。具体的には人事施策の実践プロセスにおいて管理者に求められるリーダーシップや役割

についての先行研究の知見を概観する。 

 

C 結果 

1. 人事施策と業績、ウェルビーイングの関係 

経営学の人的資源管理論では、どのような人事施策を設計することが組織業績や従業員

のウェルビーイングに結びつくのかに注目してきた。その中心が好業績労働施策（群）に

注目する研究群である。高業績労働施策（群）にどの施策が含まれるのかについては共通

の認識があるわけではない（Hauff, Felfe, Klug, 2020）が、Ogbonnaya & 

Messersmith , （2019）では、人材育成、選択的採用、業績評価、職場支援、チームワー

ク、職務の自律性を挙げており、これらが統合的に実施されている場合に高業績労働施策

群と呼んでいる。 

Pffefer (1998) では高業績労働施策（群）（High Performance Worl Practice(s)）を

実施することで、ヒト資源が成長することによって戦略の実行力が向上することで競争優

位の源泉となること、そのような人材面の優位性は、他社がすぐには模倣できないため、

競争優位が持続することを主張している。 
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Saridakis, Lai, & Cooper (2017)は、高業績労働施策（群）と組織業績の関係を検討

する研究群のうち対象を縦断的研究に限定したメタ分析を行い、高業績労働施策が組織の

業績を高めること、個別の高業績労働施策よりも統合された高業績労働施策（群）の場合

に影響が強くなることを明らかにしている。 

また最近では、高業績労働施策（群）が業績だけでなく従業員ウェルビーイングに与え

る影響についても検討する研究が蓄積されつつある（Hauff, Felfe, Klug, 2020; 

Ogbonnaya & Messersmith , 2019）。一連の研究では、高業績労働施策（群）が業績と従

業員ウェルビーイングの両方の向上に寄与することを主張するパースペクティブ（mutual 

gain paerspective; ）と、高業績労働施策（群）が従業員ウェルビーイングを犠牲にす

ること通じて業績を高める結果を想定するパースペクティブ（conflicting outcomes 

perspective）が提唱されており、やや錯綜した結果が得られているといえる。 

 

2. 人事施策の実践と組織内での分散への注目 

 上述したように高業績労働施策（群）と業績の関係は概ね支持されてきたのに対して、

高業績労働施策（群）が従業員ウェルビーイングを高めるかどうかについては、研究によ

ってやや異なる知見が提唱されている。そして、このような研究結果の不一致を説明する

観点から人事施策の「実践プロセス」に注目が集まっている（Jiang ＆Messersmith, 

2018）。すなわち、1 つの組織内でも人事施策が異なって実践されたり、従業員によって異

なって知覚されたりするという組織内での違いとばらつきに注目することで高業績労働施

策（群）と従業員ウェルビーイングの関係に関する異なるパースペクティブの知見を整理

しようとするのである。 

Wright & Nishii (2013)は組織内で展開される人事施策は、意図された人事施策、実際

の人事施策、認知された人事施策の 3段階でそれぞれ異なることを主張している。すなわ

ち作成時に意図された人事施策は、実際の実施を担う管理職によって異なって実施される

こと（実際の施策）や、管理者によって実施された施策が、従業員によって異なって知覚

されること(知覚された施策)から、最終的に施策に対する従業員の反応が異なることを指

摘している。 

 このような人事施策の実践プロセスにおけるばらつきとその解消を標榜する研究の中

には、大きく分けて 2 つの潮流がある。第 1 の潮流は、意図した人事施策の「強い」伝達

に注目する研究群である。組織で意図された施策が設計通りに、組織の末端まで伝達され

れば、理論的には組織内のすべての従業員が同じにように施策を認識したり経験したりす

るはずである。しかし、実際は組織内での施策の伝達は必ずしもそうはならない。結果と

して組織内での組織内での施策の経験や認識が異なり、施策から受ける影響が変わってく

るのである。Bowen & Ostroff (2004)は、人事施策の実践プロセスに注目し、従業員がど

のような行動をとることが期待されているかについて明確なメッセージを送る「強い」シ

グナルを送ることを通じて人事施策が意図された通りの従業員の態度や行動を引き出すこ

とができると主張している。Bowen & Ostroff (2004)は上記のような人事システムの特徴

として「弁別性」「一貫性」「同意性」の 3 つ要因が重要であると指摘している。そして弁

別性に関わる施策の特徴として「可視性」「理解の容易さ」「権限の正当性」「関連性」の 4

つを、一貫性に関わる施策の特徴として「道具性」と「妥当性」、「一貫した HRM メッセー

ジ」合意性に関わる施策の特徴として「主要な意思決定者間の一致」と「公正性」という

合計 9つの特徴を挙げている。 

第 2の潮流は、経験した施策に対する従業員の知覚に注目するものである。従業員は認

識した人事施策に対して「組織はなぜこの施策（群）に取り組んでいるのか」という原因

帰属を行う。この帰属は従業員がどのように施策を経験するのか、や、従業員自身の価値

観によっても異なるため、施策が及ぼす経験が変わってくると考えられる。Nishii, 

Lepark & Schneider (2008) は、帰属理論を人事施策に応用することで「HR帰属」という

考え方を考慮することの重要性を提唱している。Nishii らの研究では、スーパーマーケッ
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トを営む企業におけるマルチレベル分析を通じて、同じ企業で働く従業員であっても自社

のＨＲ施策をどのような目的で実施していると帰属するかによって組織コミットメントや

職務満足などから構成される従業員の態度への影響が異なることを実証している。具体的

には、各種のＨＲ施策について、組織が従業員のウェルビーイングを高め、サービスのク

オリティを高めるために実施していると実施している理由を帰属する従業員ほど、高い職

務態度を示すことが明らかにされている。一方、組織が従業員からなるべく多くの労働力

を引き出し、コスト削減を果たそうとするために施策を実施している、と施策を実施して

いる理由を帰属する従業員の場合は低い職務態度を示すという弱い影響が見られることを

明らかにしている。この結果から、企業内の施策が業績に結びつくかどうかは、組織内で

もばらつきがあること、従業員がどのような理由で施策を実施していると従業員が認識し

ているかによって影響が異なることが示唆されている1。 

3.  人事施策の実践プロセスにおける管理者の役割 

人事施策が実際は必ずしも組織内で均一に実践されないことを踏まえて、管理者が人事

施策の実践役としての役割を担うことを期待する研究も増えてきている。 

Purcell and Hutchinson(2007)は、人事施策とその成果の関係を検証するプロセスにお

いて、ライン・マネジャーの影響が無視されてきたことを問題視し、一連のプロセスにお

いて管理者が自社の人事施策を自部門で実践し、その実践に向けてリーダーシップを発揮

する役割に注目している。そのうえでライン・マネジャーが研修や業績評価などの人事施

策を効果的に実施しているかどうかに関する従業員の評価が、従業員の情緒的コミットメ

ント、達成感、仕事へのやりがいなどにプラスの影響を結びついていることを明らかにし

ている。 

HR の実践役としての役割も複眼的に捉えられるようになってきている。Nishii & 

Paluch (2018)は HR 実践者としての管理者の役割としてセンスギバーを期待するとして、

具体的に以下の 4つの役割を提唱している。第 1に、意図した意味と期待を口頭で明示す

ること、第 2に、望ましい行動をロールモデルとして示すこと、第 3に望ましい行動を強

化すること、第 4に、フォロワーの風土認識を評価すること、を提唱している。 

Kehoe & Han (2020) では幅広い文献レビューを通じて HR の実践プロセスにおける管理

者の役割を「伝達行動」として拡張的に再定義している。ここでは従来から重視されてき

た HRの実践行動に加えて、翻訳と適応・導入の３つの行動が含まれている。ここでいう

翻訳とは、組織によって明文化されて運用部分の「ブランク」を埋めるような行動であ

り、適応・導入とは運用先におけるニーヅに合わせて施策を適応させたり改変して独自の

形で実施するような行動を含むものである。 

管理者による人事施策の実践行動を定量的に捉えようとする研究も蓄積されている。

Knies, Leisink & Van De Schoot (2020)は、先に紹介した Purcell & Hutchinson(2007)

の議論を踏まえたうえで、定義と下位次元の精緻化および定量的検討に向けての測定尺度

の作成を行っている。ここでは、ライン・マネジャーによる人事施策の運用と、ライン・

マネジャーが職場で監督する従業員を支援するためのリーダーシップ行動の 2次元からな

るピープル・マネジメントという概念が提唱され、2つの次元をさらに 2種類に分解する

ことで尺度が構成されている。まず人事施策の運用は、一般的な施策とオーダーメイドの

 
1従業員の帰属に関する一連の研究では、従業員の帰属に対して影響を与える要因について

の知見も蓄積されつつある。Hewett, Shantz, Mundy (2019)は、英語国の大学教員に対す

る調査を実施し、従業員の公正感と組織的シニシズムが内的帰属を形成することを促す一

方で外的帰属の形成にはそれほど影響を与えないことを明らかにしている。なお、帰属に

ついては予備調査として実施したヒアリング調査によって Nishii et al., (2008) とは部分的

に異なる独自の 5 次元（ 内的次元としてコミットメント、コスト削減、搾取の 3 つ、外的

帰属として労働組合コンプライアンスと外部報告コンプライアンス）を導き出し、オリジ

ナル尺度を作成した上で用いている。 
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取り決めという 2種類に分類される。一般的な施策の運用とは、職場における一律的な実

践を指し、オーダーメイドの取り決めとは、従業員の事情に合わせた個別の対応を指して

いる。またライン・マネジャーのリーダーシップ行動も短期的な側面における支援を意味

する従業員のコミットメントのサポートと相対的に長期的なキャリア開発や能力開発を視

野に入れた支援を含むメンタリング行動などを含む従業員のキャリア開発のサポートの 2

種類に分けられる。 

Fu, Flood, Rousseau & Morris (2020)は、人事施策の実施者としてライン・マネジャ

ーの役割に注目した上で、「どのように」施策が実施されるかによって個人業績やチーム

に対する満足度（viability）が異なることを実証しようとした。調査の結果、管理者が

一貫性と個別性というパラドクスがある 2つの要因を上手に取り入れて施策を実践するこ

とで業績が最も高まることが明らかになった。ただし、期待されたチームの満足度に対す

る影響は見られなかった。 

 

D 考察 

ここまで述べてきたように近年では、従業員のウェルビーイングに影響を与える人的資

源管理と管理者がそれぞれの職場で働く役割の 2つの影響を統合的に理解するための理論

的・実証的知見が蓄積されるようになってきている（Fu, Flood, Rousseau & Morris, 

2020; Gill, Gardner, Claeys & Vangronsvelt, 2018; Leroy, Segers, Van Dierendonck 

& Den Hartong, 2018; Nishii & Paluch, 2018）。本稿で注目する仕事と治療の両立を可

能にする人事施策についてもこれらの一連の研究群の知見に基づき、理解していくことが

有益であると考えられる。 

しかし、人事管理論における人事施策の実践に関する研究はまだまだ限定的である。多

岐にわたる様々な人的資源管理論における個別の施策の実践に関する研究はまだまだ十分

に行われているとはいえず、本稿で注目している安全・衛生の施策全般や仕事と治療の両

立に関する施策に特化した実践プロセスに関する実証研究も十分な蓄積があるとは言えな

い。また、施策の実践が従業員行動に与える影響についても一部の例外（例えば、部分的

に安全衛生施策についても質問している Nishii, Lepark & Schneider, 2008)を除いて十

分に検討されているとは言えない。今後は安全衛生や仕事と治療の両立施策に領域を限定

した上で、施策の実践プロセスに影響を与える要因に関する実証的研究を蓄積していくこ

とが課題になるだろう。 

 

E 結論 

本稿における文献レビューを踏まえて、今後検討すべき 2つの研究課題を提示したい。

第 1に、安全衛生施策に対する評価と仕事と治療の両立が必要になった場合の援助要請意

図との関係に対して従業員の HR 帰属が与える影響を検討することが考えられる。施策が

あっても援助を要請しないという従業員に特徴的な HR帰属が明らかになれば、HR 帰属に

働きかけることで仕事と治療の両立に対する援助要請を促すことができる可能性がある。

第 2に、安全衛生施策に対する評価と安全衛生の施策全般に対する管理者の実践行動が従

業員の援助要請意図に与える影響を検討することである。両者の総合的な影響関係は先行

研究でも十分に明らかにされていない。調査を通じて両者の影響関係を紐解くことで、従

業員が必要な場合に仕事と治療の両立を実現するための援助要請をとる組織づくりが可能

になると考えられる。 

 

 

F. 研究発表 

（学会報告） 

森永雄太(2021)「人的資源管理の視点から産業保健活動の成果とその測定を考える」産業

保健法学会 
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森永雄太(2022)「多様な人材を『活かす』マネジメントとは：インクルージョンへの注

目」日本薬学会第 142 年会（2022 年 3月、予定） 

 

（論文査読あり、招待） 

森永雄太（近刊）「人的資源管理と産業保健の連携の試み その成果の設定と研究課題」

『産業保健法学会』第１巻第１号 

 

（書籍） 

森永雄太（2022）「健康経営・安全衛生」（西村孝史・島貫智行・西岡由美編著『１からの

人的資源管理』碩学舎） 

 
G.知的財産権の出願・登録の状況 

１．特許取得 

なし 

２．実用新案登録 

なし 

３．その他 

なし 
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研究要旨 

働き方改革とあいまって労働衛生上の重要な課題となっている治療と仕事の両立支援は、臨床

医学の進歩による疾病予後の向上、日本社会の少子高齢化に伴う高年齢就業者の増加と労働力不

足、企業の人材活用への取組みの進展、そして英国のFit Note制度をはじめとするプライマリケ

アと産業保健の接近というグローバルな潮流を背景とする。両立支援推進のためには、特に重症

化予防（２次予防）と職場復帰支援（３次予防）の観点から、主治医と産業医のより一層の連携・

協力が求められるが、主治医による社会的処方という考え方とあわせ、医療機関が、中小企業で

働く患者の両立支援にどのように取り組むべきか、その具体的な在り方が議論となっている。中

小企業が両立支援に取組む際に、事業場の環境整備としてどのような仕組みをめざすとよいか、

先行研究班で作成したチェックリスト30項目について、全国的な展開が見込まれる。一方、医療

機関側では両立支援の取組みの重要性の認知度は高くない。大学病院において両立支援外来を開設

し、院内多職種による取組みを継続するなかで（神奈川両立支援４大学連携モデルの一部）、がん・循環

器・難病に加えて全診療科の性年齢別ニーズを把握した。北里大学病院に 2018 年に開設されたがん

相談支援センター（トータルサポートセンター）に就労支援チームとして、2020年1月から2021

年 11 月までの入院（全員）、外来（任意提出）患者から回収する苦痛スクリーニングシートのう

ち、「仕事で相談したいことがある」の Yes 回答を分析した。全体で男性の2.9 %、女性の3.7 %

に相談希望があった。年齢階級別では、男性の26-65歳で、女性の16-55歳で、ともに5 ％以上

の相談希望をみとめた。男性の最多は30台後半の9.5 %、女性の最多は30台前半の9.3 %だった。

診療科別には、最多は救急・急性期病棟の7 %であり、それ以外に3 %以上の相談ニーズをみとめ

たのは、一般内科・膠原病内科・腎臓内科・泌尿器科・婦人科・眼科・整形外科・皮膚科・COVID

病棟であった。予想に反し、女性とくに若年女性の就労支援相談ニーズが一定割合存在し、急性

期や COVID 病棟など、急に仕事との両立を余儀なくされた患者の相談ニーズ割合も高かった。両

立支援で重点項目とされるがん・難病・肝・糖尿病・循環器等の疾患以外にも、感覚器疾患や急

性期疾患など疾病や治療による仕事への影響が直接的な診療科にも両立支援ニーズがあることが

判明した。困りごとを医療者に表明（申し出）するかどうかの意識の男女差も浮き彫りとなり、

MSWの関わりや介入で留意する必要がある。 

 

からの両立支援連携の試みとして、心血管（循環器）疾患における両立支援の課題を疾患ごと

に整理した。虚血性心疾患・不整脈（デバイス植込み）・心不全といった循環器疾患の大きなカテ

ゴリーごとの特徴に加え、ACHD(成人先天性心疾患)など若年者においても両立支援の考え方を労

働者・事業者側双方に普及させる重要性が浮き彫りとなった。さらに、「中小企業または非正規雇

用」といった、そもそも病休制度がほぼないに等しい労働者の場合、契約更新条件における必須

出勤率が、病休をほぼ全く想定していない条件であることが少なくない現実が散見された。非正

規雇用の労働契約更新では、仕事または治療（失職）という 0/1 の考え方が根強く残っている可

能性があり、この場合、関係者の意識があろうとも両立支援のスタートラインにすら立つことが

不能である。産官学一体となってこの問題に早急に取り組む必要が求められる。 

 

 

両立支援の前に契約解除（労働契約継続打切り）となる仕組みになっていることが否めず、特

にこのような非正規労働者の契約更新における出勤率条件については、何らかのレスキュー制度

を早急に検討する必要性が示唆された。 
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Ａ.研究背景および目的 

近年わが国では、疾病治療と職業生活の両立

支援の機運がこれまでにない高まりをみせてい

る。この背景として、①治療の進歩による疾病

予後の向上、②日本社会の少子高齢化による労

働力不足と高年齢就業者の増加、③ワークライ

フバランスやダイバーシティ、健康経営の概念

の普及に呼応した企業の人材活用への取り組み、

④「事業場における治療と職業生活の両立支援

のためのガイドライン（平成28年2月、厚生労

働省）」公表をはじめとする行政の取り組み、⑤

プライマリケアと産業保健の接近／連携に向け

たグローバルな潮流１）（英国家庭医（General 

Practitioner(GP) ） で の Fit Note(The 

Statement of Fitness for Work)制度導入２））

といった要因があげられる。英国のこの制度

は、’Sick Note to Fit Note’という言葉が示

すように、それまで患者の仕事に関して「病休

診断書」だけ作成していた家庭医が、患者の職

業生活を考慮した「復職・両立意見書」を作成

するという大きな意識改革も伴っている。この

ように患者の well-being の推進をめざした主治

医によるsocial prescribing（社会的処方）が近

年、欧州を中心に注目されている３）。わが国でも、

「ニッポン一億総活躍プラン（平成28年6月閣

議決定）」の実現へ向けた大きな具体的な柱であ

る働き方改革の検討課題の一つとして両立支援

が提起されており、具体的な方策の提示が喫緊

の課題である。 

「治療と職業生活の両立」とは、厚生労働省

検討会４）によれば、「病気を抱えながらも働く

意欲・能力のある労働者が、仕事を理由として

治療機会を逃すことなく、また、治療の必要性

を理由として職業生活を妨げられることなく、

適切な治療を受けながら生き生きと就労を続け

ることである」とされる。両立に困難を抱える

人は、職場復帰に向けて治療中の正規雇用者推

計値として約100万人にのぼるとされる。また

労働安全衛生法に基づく定期健康診断結果の有

所見率は 53.0%(平成 25 年)と過半数を上回る。

このようにがん、糖尿病などの生活習慣病、メ

ンタルヘルス不調をはじめとする疾病を抱えな

がら働く人が増加する一方で、発症後も就労継

続の意向をもつ人は疾病全体では９割以上、が

んに限定しても８割以上に及ぶ。これらの有病

労働者の両立支援の具体策として、「仕事を理由

として治療機会を逃すことなく」に対しては、

糖尿病をはじめとする生活習慣病やがんの早期

発見・受診勧奨・受診継続支援といった重症化

予防（２次予防）が考えられる。また、「治療を

理由とした職業生活を妨げられることなく」に

対しては、がん・脳卒中・メンタルヘルス不調・

難病をはじめとする疾病の職場復帰支援（３次

予防）が考えられる。 

この重症化予防と職場復帰支援の両者にお

いて、「事業場における治療と職業生活の両立支

援のためのガイドライン」では、関係者間の連

携の重要性が指摘されている。特に「労働者の

同意のもとでの産業医、保健師、看護師等の産

業保健スタッフや人事労務担当者と主治医との

連携（事業場と医療機関の連携）」の重要性が強

調されており、先行研究では、産業医・主治医・

事業者といった「関係者個人」向けの３種「連

携ガイド」と「主治医向け教育プログラム」が

開発されている。連携推進には、事業場レベル

では、産業保健スタッフが連携行動をとりやす

い環境整備の重要性が示唆されている５）。これ

らの先行研究班の成果を踏まえ、本研究では、

種々の開発ツールを実効的に活用し、医療機

関・企業間の連携（C2C (Clinic to Company) 

collaboration)）をさらに推進するために、各

組織がその内部で導入をめざすべき、両立支援

体制（システム）の在り方の提示を目指す。先

行研究班開発ツールの一つである、「中小企業が

両立支援に取り組むにあたっての環境整備づく

り」を主眼とした、「チェックリスト 30６）」に

よって、全国の中小企業の両立支援環境整備準

備状況の進展が見込まれる。 

一方で、医療機関においてその取組みの重要

性の認知度は高くない。大学病院において両立支

援外来を開設し、院内多職種による取組みを継続

するなかで（神奈川両立支援４大学連携モデルの

一部）、がん・循環器・難病に加えて全診療科の性

年齢別ニーズを把握する。 

 

Ｂ.研究方法 

 北里大学病院に 2018 年に開設されたがん相

談支援センター（トータルサポートセンター）

に就労支援チームとして、2020年1月から2021

年 11月までの入院（全員）、外来（任意提出）

患者から回収する苦痛スクリーニングシートの

うち、「仕事で相談したいことがある」の Yes

回答を分析した。また、心血管（循環器）疾患

を重点領域として、当院の循環器内科・小児科

（成人移行）の両立支援を、心臓リハビリ部門

と協調して課題抽出をめざした。 

表 1：チェックリスト項目３０７） 
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Ｃ.研究結果 

入院（全員）、外来（任意提出）患者から回

収する苦痛スクリーニングシートのうち、「仕事

で相談したいことがある」のYes回答を分析す

ると、全体で男性の2.9 %、女性の3.7 %に相談

希望があった。年齢階級別では、男性の 26-65

歳で、女性の16-55歳で、ともに5 ％以上の相

談希望をみとめた。男性の最多は 30 台後半の

9.5 %、女性の最多は30台前半の9.3 %だった。

診療科別には、最多は救急・急性期病棟の 7 %

であり、それ以外に 3 %以上の相談ニーズをみ

とめたのは、一般内科・膠原病内科・腎臓内科・

泌尿器科・婦人科・眼科・整形外科・皮膚科・

COVID 病棟であった。予想に反し、女性とくに

若年女性の就労支援相談ニーズが一定割合存在

し、急性期やCOVID病棟など、急に仕事との両

立を余儀なくされた患者の相談ニーズ割合も高

かった。両立支援で重点項目とされるがん・難

病・肝・糖尿病・循環器等の疾患以外にも、感

覚器疾患や急性期疾患など疾病や治療による仕

事への影響が直接的な診療科にも両立支援ニー

ズがあることが判明した。困りごとを医療者に

表明（申し出）するかどうかの意識の男女差も

浮き彫りとなり、MSW の関わりや介入で留意す

る必要がある。 

北里大学病院総合診療科トータルサポート

センターに2年前に開設された就労（両立）支

援外来では、院内（入院／外来）通院患者が治

療と仕事に困難を感じたり職場復帰で不安を抱

く場合に、患者本人の状況整理とエンパワメン

ト、職場への伝え方、産業保健スタッフや人事

部門への配慮の伝え方といった社会的処方箋

（social prescribing）を発行することを目的

としている。より具体的には、職域向けの医療

機関（主治医）意見書の下書きを本外来で作成

し、院内主治医の確認を経て発行する運用であ

る。 

 心血管（循環器）疾患の両立支援では、内訳

としては患者数の頻度に応じて、虚血性心疾患

（狭心症・心筋梗塞／ステントカテーテル治療、

心臓外科バイパス治療）・不整脈（デバイス植込

み）・心不全の大きく３カテゴリーがその対象に

あげられた。 

虚血性心疾患の場合は、入院中の心臓リハビ

リテーションのセッション等で、すでに就労（復

職）の問題がスクリーニングされることが多く、

そこから就労支援・職域への連携（意見書）作

成へ繋げるパスウェイが指摘された。 

不整脈デバイス植込みについては、その後の

予期せぬ失神（心停止）に対する不安や、デバ

イスと機械／運転作業の制限に関する事項が課

題として挙げられた。特に改正道路交通法では、

運転免許停止になりうる疾患として、再発性の

失神があげられており、その具体的状態として、

不整脈を原因とする失神（植込み型除細動器の

植込み患者、ペースメーカー植込み患者等）が

あげられている。ペースメーカー植込み後に失

神がない場合は原則許可とされることが多いよ

うだが、ペースメーカー植込み後に失神がある

場合や、ICD(植込み型除細動器)植込みの患者は

原則運転禁止となることが多い。これらの詳細

は、循環器診療主治医の見解が基本となるが、

特に運転業務（公共交通・タクシー・トラック

運送）を主体とする患者の場合、配置転換や就

業継続困難を余儀なくされることが予想され、

とりわけ本人の意思と主治医指示が相反する場

合に職場調整をどのように行っていくかの必要

性が高いと考えられる。なお、近年、電気自動

車が少しずつ普及をみせている。運転業務が主

体ではなくとも、営業の外回りなどで自動車運

転が業務の一部に含まれている場合、「植込みペ

ースメーカー患者は、電気自動車の急速充電器

に近づかない」という注意（日本不整脈心電学

会）や、アーク溶接・スポット溶接・TIG溶接・

誘導溶解炉・高周波ウェルダーといった強力な
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磁力線発生装置などの変動磁界の影響に注意を

要する点は、両立支援を担当する医療スタッフ

や産業保健スタッフが認識しておくべき事項と

なるであろう。 

 （慢性）心不全に対しては、その原因疾患に

よって、治療戦略も、両立支援にあたってのス

タンスも異なるが、心肺運動負荷試験（CPX：

cardiopulmonary exercise testing）によって

評価される運動耐容能を、業務作業における身

体負荷に翻訳していくことが重要となる。これ

らの翻訳にあたってのガイダンスを今後検討し

ていくことが求められる。 

 心血管（循環器）治療チームからの両立支援

に関するヒアリングにより、上記のように成人

患者のニーズが、患者個々人の就労に対するス

タンスによって様々に異なる（図１）ことに加

え、小児期の治療から成人期に移行する ACHD

（adult congenital heart disease：成人先天

性心疾患）の疾患群では、これから就労を初め

て経験する世代にもニーズが高い可能性が示唆

された。自身の治療歴や、現在の心疾患の程度

から望まれる身体作業負荷の程度について、ど

の程度まで事業者側に伝えてよいか／伝えるべ

きかについての知見はまだ手探りの状態であり、

雇入れ健診の在り方とあわせて議論の余地が大

きい。 

 両立支援を医療機関側からのアプローチで実

施する場合、患者が属する企業組織の事業者の

考え方や患者自身の職位（雇用属性）に加えて、

どれだけの期間の休職身分保障があるか、復職

後の柔軟な勤務体系が利用可能かに依存する現

実に直面することが少なくない。大企業や正規

雇用社員に対するそれらはある程度充実してき

ている一方、中小零細企業や非正規雇用の社員

に対してはそれが一向に進んでいない可能性が

浮き彫りとなってきている。非正規雇用の社員

の場合、3/6/12か月更新として、その契約期間

の9割以上の出勤といった契約更新最低条件が

内規で定まっていることが少なくなく、患者が

両立の継続を希望しても、1 か月以上の治療休

職が自動的に契約打ち切りを意味する現実が数

多く残っていることは看過できない。これらの

非正規雇用社員の両立支援の在り方は、契約更

新の考え方の根本から、大いに議論の余地が残

る。 

 

 

 

 

 

 
図１：医療機関から両立支援へのパスウェイ 

 

 

Ｄ.考察 

「中小企業または非正規雇用」といった、そも

そも病休制度がほぼないに等しい労働者の場合

は、両立支援の前に契約解除（労働契約継続打

切り）となる仕組みになっていることが否めず、

特にこのような非正規労働者の契約更新におけ

る出勤率条件については、何らかのレスキュー

制度を早急に検討する必要性が示唆された。 
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令和 3 年度 厚生労働省 労災疾病臨床研究事業費補助金 
事業場において治療と仕事の両立を支援するための配慮とその決定プロセスに関する研究 

（200201-01）研究代表者：江口 尚 
分担研究報告書 

 

治療と仕事の両立支援に係る労使間の合意形成プロセスの評価指標の開発： 

情報の追加・拡充と評価指標案の作成 
 

研究分担者 井上 彰臣 産業医科大学ＩＲ推進センター・准教授 
研究分担者 梶木 繁之 株式会社産業保健コンサルティングアルク・代表取締役 
研究分担者 森田 哲也 株式会社リコープロフェッショナルサービス部・総括産業医 
研究分担者 武藤  剛 北里大学医学部・講師 
研究協力者 加耒佐和子 国立がん研究センター中央病院放射線診断科・医員 

研究協力者 平岡  晃 株式会社小松製作所健康増進センタ・産業医 

研究代表者 江口  尚 産業医科大学産業生態科学研究所・教授 
 
研究要旨 本研究は、事業場における治療と仕事の両立支援に係る労使間の合意形成プロセスに必要な

情報を整理し、その評価指標を開発することを目的とする。3 年計画の 2 年目である今年度は、昨年度

に抽出・整理した情報に、研究代表者及び研究分担者の分担研究から得られた内容を追加し、情報の拡

充を図るとともに、整理した情報に基づき、評価指標案を作成することを目的とした。昨年度の本研究

課題の総括・分担研究報告書のうち、事業場及び労働者を対象に実施した江口班長及び梶木班員の分担

研究報告書から、両立支援に係る労使間の合意形成の際に聴取している情報が記述されている箇所を抽

出した。その結果、両立支援を必要とする労働者からの情報提供の際に、本人から聞き取るべき主治医

からの情報として「通勤時に必要な配慮に関する意見」が抽出された。また、休業措置、就業上の措置

及び治療に対する配慮の検討と実施のうち、入院等による休業を要すると判断した場合の職場復帰判定

時に本人から聞き取るべき・確認しておくべき事項として、「治療状況」、「希望する復帰先」、「本人が

自覚している症状（気になる症状、心配している事項）」、「体調不良時の状況や対処方法」、「職場復帰

にあたって会社側に配慮して欲しい事項」が抽出された。更に、「本人の希望を踏まえた職場復帰後の

業務内容に関する提案や要望」、「本人の自覚症状を踏まえて会社側で配慮が可能な事項」の 2 点が本人

に伝えるべき事項として、「本人が復帰を希望している職務の特徴、必要とされる業務遂行能力に関す

る情報」、「会社側の状況（配慮が可能な事項、利用可能な社内制度など）」の 2 点が主治医に伝えるべ

き事項として、「会社側が提示した業務内容実施の可否」、「主治医の視点から必要と思われる配慮事項

や推奨される社内制度」、「本人の状況や会社側の状況を把握した上で、追加で配慮が必要と思われる事

項」の 3 点が主治医に確認すべき事項としてそれぞれ抽出された。これらの事項を追加・整理した情報

の一覧に教示文の追加とチェックリスト形式へのレイアウト編集を行い、評価指標案を作成した。評価

指標案では、列挙した項目以外にも労使間の合意形成の際に収集・提供した情報や実施した事項を記録

できるよう、各セクションに自由記入欄を設けた。来年度は、評価指標の実装に向けて、効果的な活用

方法について検討を進める予定である。 
 
Ａ．研究目的 
 わが国では、がんや脳卒中などの疾病を抱える

労働者に対して事業場が適切な就業上の措置や

治療に対する配慮を行い、治療と仕事を両立でき

るようにするため「事業場における治療と仕事

（旧称：職業生活）の両立支援のためのガイドラ

イン」が策定された（平成 28 年 2 月公表、平成

31 年 3 月、令和 2 年 3 月、令和 3 年 3 月改訂）。

これに伴い、「両立支援システム・パス」（森，2017）
や「治療と仕事の両立支援 取組事例集」（独立行

政法人労働者健康安全機構，2018）などの様々な

マニュアルやツールが開発され、両立支援の取組

が普及しつつある。 

 一方で、両立支援の取組みのある事業場のうち、

取組に関し困難や課題を感じている事業場の割

合は 76.1%であり、「就業制限の必要性や期間の

判断」、「復職可否の判断」、「復職後の適正配置の

判断」などが、課題や困難を感じる事項であるこ

とが報告されている（厚生労働省，2019）。これ

らの項目は、労使間の合意形成を必要とするもの

であり、産業保健スタッフ向けには、そのプロセ

スに関する標準的な考え方が整理されているが、

事業場（事業者、人事労務担当者、管理監督者）

向けには十分に整理されていないのが実情であ

る。事業場において、両立支援の取組を更に普及

させていくには、事業場向けに両立支援に係る労
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使間の合意形成のプロセスに必要な情報を整理

することが不可欠である。 
 そこで本研究は、事業場における治療と仕事の

両立支援に係る労使間の合意形成プロセスに必

要な情報を整理し、その評価指標を開発すること

を目的とする。3 年計画の 2 年目である今年度は、

昨年度に抽出・整理した情報（井上ら，2021）に、

研究代表者及び研究分担者の分担研究から得ら

れた内容を追加し、情報の拡充を図るとともに、

教示文の追加とチェックリスト形式へのレイア

ウト編集を行い、評価指標案を作成することを目

的とした。 
 
Ｂ．研究方法 
 両立支援に係る労使間の合意形成のプロセス

に必要な情報を追加・拡充する際の情報源として、

昨年度の本研究課題の総括・分担研究報告書のう

ち、事業場及び労働者を対象に実施した江口班長

（江口ら，2021）及び梶木班員（梶木，2021）
の分担研究報告書を活用した。江口班長の分担研

究では、事業場が治療と仕事の両立支援助成金

（環境整備コース・制度活用コース）の申請に際

し、新たに設けた社内制度や変更した就業規則に

関する情報を収集しており、その中から両立支援

に係る労使間の合意形成の際に聴取している情

報が記述されている箇所を抽出した。梶木班員の

分担研究では、休業から職場復帰する際に、労使

間で両立支援に係る合意形成を行い、主治医に対

し就労継続に必要な項目を選択してもらうこと

を可能にするウェブ上の簡易支援システム（以下、

ウェブシステム）を開発しており、その中で作成

された本人、事業者（上司及び人事労務担当者）、

主治医とのやりとりを想定したシナリオの中か

ら、労使間の合意形成の際に聴取している情報が

記述されている箇所を抽出した。抽出した情報を

昨年度整理した 4 段階（①両立支援を必要とする

労働者からの情報提供、②治療の状況等に関する

必要に応じた主治医からの情報収集、③就業継続

の可否、就業上の措置及び治療に対する配慮に関

する産業医等の意見聴取、④休業措置、就業上の

措置及び治療に対する配慮の検討と実施）のうち、

どれに該当するかを検討した後、教示文の追加と

チェックリスト形式へのレイアウト編集を行っ

た。 
 
（倫理面への配慮） 
 本研究は、公表された研究報告書から情報を抽

出・整理したものであるため、倫理面への配慮を

要しなかった。 
 
Ｃ．研究結果 
 江口班長の分担研究報告書からは、①両立支援

を必要とする労働者からの情報提供の際に、本人

から聞き取るべき主治医からの情報として、「病

状／傷病の程度」、「治療の状況」、「治療のスケジ

ュール／治療の計画」、「治療を必要とする期間」、

「就業継続の可否に関する意見」、「就業上必要な

配慮に関する意見」、「通勤時に必要な配慮に関す

る意見」が抽出された。このうち「通勤時に必要

な配慮に関する意見」は昨年度の文献レビューか

ら抽出された事項には含まれていなかったため、

合意形成に必要な情報として追加した。また、④

休業措置、就業上の措置及び治療に対する配慮の

検討と実施において、入院等による休業を要する

と判断した場合の職場復帰判定時に、社内制度の

利用希望の有無を本人から聴取することや、主治

医や復帰予定の部署に対して意見聴取を行う旨

が抽出された。更に、就業上の措置を実施してい

る期間に把握すべき事項として「体調の変化や治

療状況の変化」が抽出されたが、いずれも昨年度

の文献レビューから抽出された事項に包含され

る内容であった。 
 梶木班員の分担研究では、休業から職場復帰す

る際に活用可能な簡易システムを開発している

ことから、抽出された情報は、いずれも④休業措

置、就業上の措置及び治療に対する配慮の検討と

実施のうち、入院等による休業を要すると判断し

た場合の職場復帰判定時に必要な情報として追

加した。まず、本人から聞き取るべき・確認して

おくべき事項の中で、主治医の意見の具体的な内

容として、「復帰の可否」、「病名」、「今後の見通

し」、「通院頻度」、「今後（半年程度の間）想定さ

れる症状」が抽出されたため、これらの内容を「主

治医の意見」に括弧書きとして追加した。また、

「治療状況」、「希望する復帰先」、「本人が自覚し

ている症状（気になる症状、心配している事項）」、

「体調不良時の状況や対処方法」、「職場復帰にあ

たって会社側に配慮して欲しい事項」についても、

本人から聞き取るべき・確認しておくべき事項と

して抽出されたため、必要な情報として追加した。

更に、「本人の希望を踏まえた職場復帰後の業務

内容に関する提案や要望」、「本人の自覚症状を踏

まえて会社側で配慮が可能な事項」の 2 点が本人

に伝えるべき事項として、「本人が復帰を希望し

ている職務の特徴、必要とされる業務遂行能力に

関する情報」、「会社側の状況（配慮が可能な事項、

利用可能な社内制度など）」の 2 点が主治医に伝

えるべき事項として、「会社側が提示した業務内

容実施の可否」、「主治医の視点から必要と思われ

る配慮事項や推奨される社内制度」、「本人の状況

や会社側の状況を把握した上で、追加で配慮が必

要と思われる事項」の 3 点が主治医に確認すべき

事項としてそれぞれ抽出されたため、「本人に伝

えるべき事項」、「主治医に伝えるべき事項」、「主
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治医に確認すべき事項」の項目を新たに設け、こ

れらの情報を追加・整理した。 
 以上のプロセスを経て整理した情報の一覧に

教示文の追加とチェックリスト形式へのレイア

ウト編集を行い、評価指標案を作成した。評価指

標案では、列挙した項目以外にも労使間の合意形

成の際に収集・提供した情報や実施した事項を記

録できるよう、各セクションに自由記入欄を設け

た（資料参照）。 
 
Ｄ．考察 
 今年度は、事業場における治療と仕事の両立支

援に係る労使間の合意形成プロセスに必要な情

報の追加・拡充を行い、整理した情報に基づいて

評価指標案を作成した。 
 分担研究報告書から抽出された情報は、昨年度

に抽出・整理した情報では不足していた「実際の

現場で行われている工夫点」等を含むものであり、

評価指標に含めるべき項目の拡充を図ることが

できたと考えられるが、実際の現場では、抽出し

た項目以外にも労使間の合意形成の際に収集・提

供が行われている情報や、実施している事項が含

まれている可能性があるため、評価指標案の作成

にあたっては、これらの情報を記録できるよう、

各セクションに自由記入欄を設けることにした。

そのため、本評価指標は、両立支援に係る労使間

の合意形成プロセスに必要な情報を漏れなく収

集・提供したかを確認するチェックリストとして

だけでなく、実際に実施したことを記録する備忘

録としても活用することができると考えられる。 
 今年度までに作成した評価指標案は、前述した

ウェブシステムに掲載し、本システムを利用しな

がら労使間で合意形成を進める際の事前準備資

料として活用できるようにした。来年度は、評価

指標のウェブシステム上での効果的な活用方法

について検討していきたい。 
 
Ｅ．結論 
 今年度は、事業場における治療と仕事の両立支

援に係る労使間の合意形成プロセスに必要な情

報の追加・拡充を行い、整理した情報に基づいて

評価指標案を作成した。来年度は、評価指標の実

装に向けて、開発中のウェブシステム上での効果

的な活用方法について検討を進める予定である。 
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【資料】事業場向け両立支援に係る労使間の合意形成に必要な情報授受チェックリスト（案） 

 

 以下の項目は，事業場において「治療と仕事の両立支援」を受けようとする労働者との間で円滑に合

意形成を進めるにあたり，どのタイミングで誰にどのような情報を収集・提供したり実施したりする必

要があるのかを列挙し，チェックリストとしてまとめたものです。労働者から両立支援の申出を受けた

際に，収集・提供した情報や実施した事項に不足がないかを確認するのにご活用ください。 

 

【チェックリストの使い方】 

 「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」の「５ 両立支援の進め方」に記載

されている流れに準拠し，１．両立支援を必要とする労働者からの情報提供，２．治療の状況等に関す

る必要に応じた主治医からの情報収集，３．就業継続の可否，就業上の措置及び治療に対する配慮に関

する産業医等の意見聴取，４．休業措置，就業上の措置及び治療に対する配慮の検討と実施の４ステッ

プに分けて構成されています。労働者から両立支援の申出を受けたら，時系列に沿って，１から順に収

集・提供した情報や実施した事項にチェック☑を入れてください（自由記入欄も適宜，ご活用ください）。 

 

 

労働者の氏名（所属部署名）：              （                ） 

 

ステップ１ 両立支援を必要とする労働者からの情報提供 

記入年月日 

① 労働者（以下，本人）から聞き取った事項 

Ⅰ．主治医から本人に伝えられた情報 

 疾患の特徴と病状 

 入院や通院治療の必要性とその期間 

 治療の内容 

 治療のスケジュール 

 通勤や業務遂行に影響を及ぼしうる症状の有無とその内容 

 予想される副作用の有無とその内容 

 退院後または通院治療中の就業継続の可否に関する意見 

 望ましい就業上の措置に関する意見 

 通勤時に必要な配慮に関する意見 

 その他，配慮が必要な事項に関する意見（※以下に具体的な内容を記入） 

配慮が必要な事項に関する意見（記入欄） 

 

 

 

Ⅱ．本人からの情報 

 主治医からの情報には含まれない，本人の個別状況（※以下に具体的な内容を記入） 

本人の個別状況（記入欄） 
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② 本人に伝えた事項 

 会社を辞めないで欲しいこと／職場復帰する気持ちがある限りサポートすること 

 必要とされる仕事の要件 

 両立支援に関する手続き，様式，健康情報の取り扱いに関するルール 

上記の他，本人に伝えた事項（自由記入欄） 

 

 

 

 

 

ステップ２ 治療の状況等に関する必要に応じた主治医からの情報収集 

記入年月日 

① 本人に確認した事項 

 主治医から情報を得ることに対する同意 

上記の他，本人に確認した事項（自由記入欄） 

 

 

 

② 主治医に伝えた事項 

 職場で必要とされる業務遂行能力に関する情報 

 
事業場の両立支援体制（休業可能期間，職場復帰の方法，職場復帰後の業務内容の選択肢，産業

保健体制など）に関する情報 

上記の他，主治医に伝えた事項（自由記入欄） 

 

 

 

③ 主治医に確認した事項 

 就業による病態の著しい悪化の可能性 

 病気による業務上の危険性 

 
ステップ１の①－Ⅰ（主治医から本人に伝えられた情報）のうち，本人から聞き取れなかった（あ

るいは，より詳細な情報が必要と考えられた）事項（※以下に具体的な内容を記入） 

主治医から詳細な情報を聞き取った事項（記入欄） 
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ステップ３ 就業継続の可否，就業上の措置及び治療に対する配慮に関する産業医等の意見聴取 

（※）事業場で産業医等を選任していない場合はステップ４－１に進んでください。 

記入年月日 

産業医等に伝えた事項 

 ステップ１やステップ２で本人や主治医から聞き取った事項 

 本人が利用可能な制度 

上記の他，産業医等に伝えた事項（自由記入欄） 

 

 

 

 

 

ステップ４－１ 休業措置，就業上の措置及び治療に対する配慮の検討と実施（配慮検討時） 

記入年月日 

① 本人から聞き取った事項 

 本人の就業継続に関する希望の有無 

 本人の就業上の措置及び治療に対する配慮に関する要望 

上記の他，本人から聞き取った事項（自由記入欄） 

 

 

 

② 本人に伝えた事項 

 利用可能な社内制度（在宅勤務，時差出勤，短時間勤務など） 

 本人の就業上の措置及び治療に対する配慮に関する要望 

上記の他，本人に伝えた事項（自由記入欄） 

 

 

 

③ 上記の他，就業上の措置・治療に対する配慮とあわせて把握・検討した事項 

 本人の属性や適性 

 仕事中に急に具合が悪くなった時の対応方法 

 突然仕事を休む可能性を考慮した業務編成（仕事の担当や引き継ぎなど） 

上記の他，把握・検討した事項（自由記入欄） 
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ステップ４－２ 休業措置，就業上の措置及び治療に対する配慮の検討と実施（休業時） 

（※）入院等による休業を要しないと判断した場合はステップ４－３に進んでください。 

【休業開始前】 

記入年月日 

本人に伝えた事項 

 休業可能な期間 

 休業期間中の保障内容 

 休業期間中の過ごし方 

 会社への定期報告の方法 

 職場復帰の準備に関する事項 

 職場復帰を判断する方法 

 職場復帰後に利用可能な社内制度（試し勤務，在宅勤務，時差出勤，短時間勤務など） 

上記の他，本人に伝えた事項（自由記入欄） 

 

 

 

 

【休業期間中】 

記入年月日 

① 本人から聞き取った事項（定期報告時） 

 本人の体調や治療の経過 

 今後の見込み 

 本人の不安や悩み 

上記の他，本人から聞き取った事項（自由記入欄） 

 

 

 

② 本人に伝えた事項 

 活用可能な支援制度 

 職場復帰に関連する情報 

上記の他，本人に伝えた事項（自由記入欄） 
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【職場復帰判定時】 

記入年月日 

① 本人から聞き取った／確認した事項 

 
主治医の意見（職場復帰の可否，病名，今後の見通し，通院頻度，今後（半年程度の間）想定さ

れる症状） 

 本人の職場復帰の意向 

 治療状況 

 希望する復帰先 

 本人が自覚している症状（気になる症状，心配している事項） 

 体調不良時の状況や対処方法 

 職場復帰にあたって会社側に配慮して欲しい事項 

 職場復帰後の社内制度の利用希望の有無（社内制度がある場合：制度を紹介し，意向を聴取） 

 主治医から情報を得ることに対する同意 

上記の他，本人から聞き取った／確認した事項（自由記入欄） 

 

 

 

② 本人に伝えた事項 

 本人の希望を踏まえた職場復帰後の業務内容に関する提案や要望 

 本人の自覚症状を踏まえて会社側で配慮が可能な事項 

上記の他，本人に伝えた事項（自由記入欄） 

 

 

 

③ 主治医に伝えた事項 

 本人が復帰を希望している職務の特徴，必要とされる業務遂行能力に関する情報 

 会社側の状況（配慮が可能な事項，利用可能な社内制度など） 

上記の他，主治医に伝えた事項（自由記入欄） 

 

 

 

④ 主治医に確認した事項 

 会社側が提示した業務内容実施の可否 

 主治医の視点から必要と思われる配慮事項や推奨される社内制度 

 本人の状況や会社側の状況を把握した上で，追加で配慮が必要と思われる事項 

上記の他，本人に伝えた事項（自由記入欄） 
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⑤ 本人以外に意見聴取を行うべき対象 

 産業医等（選任している場合：主治医の意見を提供し，職場復帰の可否に関する意見を聴取） 

 復帰予定の部署 

上記の他，意見聴取を行った対象と聴取内容（自由記入欄） 

 

 

 

 

 

ステップ４－３ 休業措置，就業上の措置及び治療に対する配慮の検討と実施（配慮実施時） 

記入年月日 

就業上の措置を実施している期間に行った事項 

 本人への声かけを通じた，体調や仕事上で困っていること等の確認 

 本人の体調の変動に合わせた業務調整 

 （両立支援の対象となっている身体疾患だけでなく）本人のメンタルヘルス面への配慮 

 本人の病状や治療の状況等に基づく，回復段階に応じた支援方法の定期的な見直し 

上記の他，就業上の措置を実施している期間に行った事項（自由記入欄） 
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